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修  正  内  容 現  行  計  画 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第１節 計画の目的、位置づけ 

２ 計画の構成及び性格 

（略） 

（計画体系図）図中の計画名修正 

 
ア 南海トラフ地震防災対策推進地域 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第３

条第１項に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進地域」として指定

されたのは、県内 28市町です。 

南足柄市、綾瀬市、葉山町 

 

  資 料 

１－１－(６) 神奈川県地震災害対策推進条例 

 

 

 

第１章 地震災害対策の計画的な推進 

第１節 計画の目的、位置づけ 

２ 計画の構成及び性格 

（略） 

（計画体系図） 

 

ア 南海トラフ地震防災対策推進地域 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第３条

第１項に基づき、「南海トラフ地震防災対策推進地域」として指定され

たのは、県内 27市町です。 

   南足柄市、葉山町 

 

  資 料 

（追加） 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

第２節 神奈川県の自然的、社会的条件 

１ 自然的条件 

（略） 

面積は 2,416.55平方キロメートル（国土地理院データ）（令和７年７

月１日現在） 

２ 社会的条件 

 (1) 人口 

  ア 人口 

    令和７年９月１日現在の本県の人口は、921万 7,647人（男 456万

6767 人、女 465 万 0,879 人）と、東京都に次いで全国第２位となっ

ています。 

  イ 人口密度及び分布状況 

    人口密度は、１km２当たり 3,814人で、東京都、大阪府に次いで全

国第３位です。 

    地域別の人口分布状況は、横浜地域 377万 2,320人（40.9％）、川

崎地域 155 万 8,411 人（16.9％）、横須賀・三浦地域 66 万 984 人

（7.2％）、県央地域 158 万 7,449 人（17.2％）、湘南地域 131 万

2,165人（14.2％）、県西地域 32万 6,318人（3.5％）となっていま

す。 

 (2) 土地利用 

  ア 土地利用概況 

    本県の面積は、2,416.55 平方キロメートル（国土地理院データ）

（令和７年７月１日現在）と全国総面積の 0.64％を占めています。 

  イ 市街化区域及び市街化調整区域 

    令和７年４月１日現在で、県内 33 市町村のうち都市計画区域が指

定されている市町は、19 市 13 町（30 都市計画区域）、面積では 19 

万 9,774haで、全県域の 83％を占めています。（都市計画区域が指定

されていないのは、清川村全域と松田町、山北町及び相模原市（旧津

久井町及び旧藤野町）の一部です）。 

無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、この都市計

画区域のうち、首都圏整備法に基づく既成市街地及び近郊整備地帯

内の 19 市９町について市街化区域及び市街化調整区域との区分（線

引き）が、昭和 45 年６月 10 日に行われ、令和７年４月１日現在 17

第２節 神奈川県の自然的、社会的条件 

１ 自然的条件 

（略） 

面積は 2,416.32平方キロメートル（国土地理院データ）（令和５年１月

１日現在） 

２ 社会的条件 

 (1) 人口 

  ア 人口 

    令和２年 10月１日現在の本県の人口は、923万 7,337人（男 458万

8,268人、女 464万 9,069人）と、東京都に次いで全国第２位となって

います。 

  イ 人口密度及び分布状況 

    人口密度は、１km２当たり 3,823.2 人で、東京都、大阪府に次いで全

国第３位です。 

    地域別の人口分布状況は、横浜地域 377万 7,491人（40.9％）、川崎

地域 153万 8,262人（16.7％）、横須賀・三浦地域 69万 1,582人（7.5％）、

県央地域 158万 4,028人（17.1％）、湘南地域 130万 9,481人（14.2％）、

県西地域 33万 6,493人（3.6％）となっています。 

 (2) 土地利用 

  ア 土地利用概況 

    本県の面積は、2,416.32平方キロメートル（国土地理院データ）（令

和５年１月１日現在）と全国総面積の 0.64％を占めています。 

  イ 市街化区域及び市街化調整区域 

    令和３年４月１日現在で、県内 33 市町村のうち都市計画区域が指

定されている市町は、19 市 13 町（30 都市計画区域）、面積では 19 

万 9,777haで、全県域の 83％を占めています。（都市計画区域が指定さ

れていないのは、清川村全域と松田町、山北町及び相模原市（旧津久

井町及び旧藤野町）の一部です）。 

無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、この都市計画

区域のうち、首都圏整備法に基づく既成市街地及び近郊整備地帯内の

19 市９町について市街化区域及び市街化調整区域との区分（線引き）

が、昭和 45 年６月 10 日に行われ、令和３年４月１日現在 17 万

2,859ha、（全県域の 72％）で区域区分が行われています。 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

万 2,856ha、（全県域の 72％）で区域区分が行われています。 

令和７年４月１日現在の市街化区域面積は９万 4,618ha 、市街化

調整区域面積は７万 8,240ha となっています。 

 (3) 交通 

  ア 道路交通 

    県内の道路延長は、国道・県道・市町村道をあわせて、令和５年４

月現在で２万 6,033kmとなっています。 

このうち自動車専用道路については、東名高速道路などが整備さ

れ、県が管理する一般幹線道路についても 1,085km の交通ネットワ

ークの整備・改良を進めていますが、一部の区間では、交通容量不足

等により渋滞が発生し、県内各地の道路混雑は県民生活や産業経済

に深刻な影響を与えています。 

  イ 鉄道交通 

   県内の一部路線では通勤通学時の混雑状況は、依然として厳しいも

のとなっていますが、鉄道網の計画的な整備と輸送力の増強が進め

られ、混雑率は徐々に低下する傾向にあります。 

    県内の鉄道は、令和６年９月 30 日現在で、ＪＲが 13 路線、延長

311.6km、111駅、私鉄が 25路線、延長 308.3km、238 駅、横浜市

営地下鉄が延長 53.4km、40 駅であり、令和５年度の１日平均県内

各駅合計の乗車人員は約 719万人となっています。 

 

 

 

 

 

第３節 地震被害の想定 

２ 地震被害想定調査結果 

県では、令和５年度から６年度にかけて地震被害想定調査を実施しまし

た。平成 28 年に発生した熊本地震、平成 30 年の北海道胆振東部地震、令

和６年の能登半島地震などの災害調査結果から明らかになった多くの教訓

や課題を踏まえるとともに、地震学、地震工学、災害社会学等の最新の知

見を取り入れ、構造物の損壊、火災の発生等の物的被害、そこから発生す

る人的被害、経済被害を定量的又は定性的に想定しています。本調査で

令和３年４月１日現在の市街化区域面積は９万 4,423ha 、市街化

調整区域面積は７万 8,435ha となっています。 

 (3) 交通 

  ア 道路交通 

    県内の道路延長は、国道・県道・市町村道をあわせて、令和３年４

月現在で２万 5,915kmとなっています。 

このうち自動車専用道路については、東名高速道路などが整備され、

県が管理する一般幹線道路についても 1,070km の交通ネットワークの

整備・改良を進めていますが、一部の区間では、交通容量不足等によ

り渋滞が発生し、県内各地の道路混雑は県民生活や産業経済に深刻な

影響を与えています。 

県内の自動車保有車両数は、令和２年３月 31日現在で約 403万台

（軽自動車含む）となっています。また、県内で最も交通量の多い地

点は（高速道路を除く）、令和３年度の交通量調査によると、国道 16 

号（保土ケ谷バイパス）の横浜市旭区桐が作であり、約 10万台／12 

時間(平日７時から 19 時まで)となっています。 

  イ 鉄道交通 

    県内の一部路線では通勤通学時の混雑状況は、依然として厳しいも

のとなっていますが、鉄道網の計画的な整備と輸送力の増強が進めら

れ、混雑率は徐々に低下する傾向にあります。 

    県内の鉄道は、令和４年９月 30日現在で、ＪＲが 13 路線、延長

311.6km、111駅、私鉄が 24路線、延長 298.9km、235駅、横浜市営

地下鉄が延長 53.4km、40 駅であり、令和３年度の１日平均県内各駅

合計の乗車人員は約 626万人となっています。 

 

第３節 地震被害の想定 

２ 地震被害想定調査結果 

県では、平成 25 年度から 26 年度にかけて地震被害想定調査を実施しまし

た。平成 23 年に発生した東日本大震災の災害調査結果から明らかになった多

くの教訓や課題を踏まえるとともに、地震学、地震工学、災害社会学等の最

新の知見を取り入れ、構造物の損壊、火災の発生等の物的被害、そこから発

生する人的被害、経済被害を定量的又は定性的に想定しています。本調査で

は、最新の科学的な知見に基づいて想定地震を設定しましたが、実際には、
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修  正  内  容 現  行  計  画 

は、最新の科学的な知見に基づいて想定地震を設定しましたが、実際に

は、想定された地震だけが起こるわけではありません。そこで、いつ、ど

こで起きるかわからない地震に対応できるよう、地盤や社会的な条件等か

ら想定される地域ごとの地震による揺れやすさや、それに伴う危険性をわ

かりやすく示した以下の５つのマップを作成・公表しています。 

① 揺れやすさマップ 

② 液状化危険度マップ 

③ 沈下量マップ 

④ 建物被害危険度マップ 

⑤ 建物火災危険度マップ 

 

（2）想定地震の一覧 

想定地震名 

モーメン

トマグニ

チュード 

県内で想定され

る主要震度 
発生確率 

選定

の 

視点 

都心南部直下地震 7.3 

横浜市・川崎市

を中心に震度６

強 

（南関東地域の

Ｍ７クラスの地

震が 30 年間で

70％） 

㋐㋑ 

三浦半島断層群の地

震 
7.0 

横須賀三浦地域

で震度６強 

30 年以内  6～

11％ 
㋐㋒ 

神奈川県西部地震 6.7 
県西地域で震度

６強 

（過去 400 年の

間に同クラスの

地震が５回発生） 

㋐㋒ 

東海地震 8.0 
県西地域で震度

６弱 

（南海トラフの地

震は 

30 年以内 80％

程度） 

㋐㋑㋒ 

南海トラフ巨大地震 9.0 
県西地域で 

震度６弱 

（南海トラフの地

震は 

30 年以内 80％

程度） 

㋐㋑ 

大正型関東地震 8.2 

湘南地域・県西

地域を中心に震

度７ 

30 年以内  ほぼ

0％～6％ 

（２～４百年の

発生間隔） 

㋒ 

想定された地震だけが起こるわけではありません。そこで、いつ、どこで起

きるかわからない地震に対応できるよう、地盤や社会的な条件等から想定さ

れる地域ごとの地震による揺れやすさや、それに伴う危険性をわかりやすく

示した以下の４つのマップを作成・公表しています。 

① 揺れやすさマップ 

② 液状化危険度マップ 

（追加） 

③ 建物被害危険度マップ 

④ 建物火災危険度マップ 

 

 

（2）想定地震の一覧 

想定地震名 

モーメン

トマグニ

チュード 

県内で想定され

る最大震度 
発生確率 

選定

の視

点 

都心南部直下地震 7.3 
横浜市・川崎市を

中心に震度６強 

（南関東地域のＭ

７クラスの地震が

30 年間で 70％） 

㋐㋑ 

三浦半島断層群の地

震 
7.0 

横須賀三浦地域

で震度６強 

30 年 以 内  6 ～

11％ 
㋐㋒ 

神奈川県西部地震 6.7 
県西地域で震度

６強 

（過去 400 年の

間に同クラスの地

震が５回発生） 

㋐㋒ 

東海地震 8.0 
県西地域で震度

６弱 

（南海トラフの地

震は 

30 年以内 70～

80％） 

㋐㋑

㋒ 

南海トラフ巨大地震 9.0 
県西地域で 

震度６弱 

（南海トラフの地

震は 

30 年以内 70～

80％） 

㋐㋑ 

大正型関東地震 8.2 

湘南地域・県西地

域を中心に震度

７ 

30 年以内  ほぼ

0％～6％ 

（２～４百年の発

生間隔） 

㋒ 

（参考地震） 

元禄型関東地 8.5 湘南地域・県西地 30 年以内 ほぼ 0 ㋓ 
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（
参
考
地
震
） 

元禄型関東地

震 
8.5 

湘南地域・県西

地域を中心に震

度７ 

30 年以内  ほぼ

0～6％ 

（２～３千年の

発生間隔） 

㋓ 

相模トラフ沿

いの最大クラ

スの地震 

8.7 

全県で震度７

（津波による

被害は「西側

モデル」と「中

央モデル」で

想定 

30 年以内  ほぼ

0～6％ 

（２～３千年あ

るいはそれ以上

の発生間隔） 

㋓ 

慶長型地震 8.5 
（津波による 

被害のみ想定） 

（評価していな

い） 
㋓ 

明応型地震 8.4 
（津波による 

被害のみ想定） 

（評価していな

い） 
㋓ 

元禄型関東地

震と国府津―

松田断層帯の

連動地震 

8.3 
（津波による 

被害のみ想定） 

（評価していな

い） 
㋓ 

※ 地震調査研究推進本部（文部科学省：令和７年１月15 日現在）、中央防

災会議首都直下地震モデル検討会報告書（内閣府：平成25 年12 月）などによ

る評価。 

 

(3) 地震の説明 

 （略） 

② 三浦半島断層群の地震 

三浦半島断層帯を震源域とする活断層型の地震です。前回の調査

では、モーメントマグニチュード 6.9 としていましたが、最新の知

見からモーメントマグニチュードを変更しています。 

（略） 

⑤ 南海トラフ巨大地震 

南海トラフを震源域とする地震です。国が想定する、あらゆる可能

性を考慮した南海トラフの最大クラスの地震であり、県内の一部の

市町村が「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法」の南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。 

 

震 域を中心に震度

７ 

～6％ 

（２～３千年の発

生間隔） 

相模トラフ沿

いの最大クラ

スの地震 

8.7 全県で震度７ 

30 年以内 ほぼ 0

～6％ 

（２～３千年ある

いはそれ以上の発

生間隔） 

㋓ 

慶長型地震 8.5 
（津波による 

被害のみ想定） 

（評価していな

い） 
㋓ 

明応型地震 8.4 
（津波による 

被害のみ想定） 

（評価していな

い） 
㋓ 

元禄型関東地

震と国府津―

松田断層帯の

連動地震 

8.3 
（津波による 

被害のみ想定） 

（評価していな

い） 
㋓ 

※ 表中の発生確率については「長期評価による地震発生確率値の更新について（地震調

査研究推進本部：令和５年１月 13 日）」、「中央防災会議首都直下地震モデル検討会報告書

（内閣府：平成 25 年 12 月）」などによる評価をもとに更新。 

 

(3) 地震の説明 

（略） 

② 三浦半島断層群の地震 

三浦半島断層帯を震源域とする活断層型の地震です。前回の調査で

は、モーメントマグニチュード 6.9 としていましたが、最新の知見か

らモーメントマグニチュードを変更しています。 

（略） 

⑤ 南海トラフ巨大地震 

南海トラフを震源域とする地震です。国が想定する、あらゆる可能

性を考慮した南海トラフの最大クラスの地震であり、県内の一部の市

町村が「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法」の南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。 

なお、地震の規模が大きく、長周期地震動による影響を考慮せざる

を得ないものの、神奈川県については揺れによる被害が比較的小さく

なっています。 
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（4）被害想定結果 

イ 想定結果の概要 

① 都心南部直下地震 

< 震 度 >県東部から中部にかけて震度６弱以上の揺れが想定さ

れ、特に、川崎市の広い範囲、横浜市の沿岸北部、相模原

市の東部、厚木市、伊勢原市、海老名市及び座間市等の一

部で震度６強以上の揺れが想定されます。また、局所的に

震度７の地域もあります。 

< 建 物 >建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、津波）は、

全県で全壊棟数が 42,920 棟（全建物の 1.8%）、半壊棟数

が 169,670 棟（全建物の 7.0%）と想定されます。津波に

よる被害は、全県で全壊 20棟と想定されます。 

< 火 災 >火災については、全県で 320 件の出火が想定され、焼

失棟数は 6,450 棟と想定されます。横浜市、川崎市、相

模原市などで被害が大きくなります。 

< 人的被害 >全県での人的被害は、死者 1,850 人、重症者 1,050 

人、中等症者 11,440 人、軽症者 18,670 人と想定されま

す。 

< 帰宅困難者 >地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、

帰宅困難者は県内で 610,790人に達すると想定されます。

鉄道は徐々に復旧し、１日後で 115,620 人、２日後で

111,910人の帰宅困難者の発生が想定されます。観光客の

帰宅困難者は、最大で 449,520人の発生が想定されます。 

< 災害廃棄物 >建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物

の総量は、全県で 1,130 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 >経済被害の直接被害額は、7兆 1,240 億円と想定さ

れます。 

 

② 三浦半島断層群の地震 

< 震 度 >県東部で震度６弱以上となり、特に、横浜市、横須賀市、

逗子市及び葉山町の一部で震度６強のエリアが広がって

おり、横須賀市では局所的に震度７の地域もあります。 

< 建 物 >建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、津波）は、

（4）被害想定結果 

イ 想定結果の概要 

① 都心南部直下地震 

< 震 度 > 県の中央部から東部にかけて震度６弱の揺れが想定さ

れ、特に、横浜市、川崎市、相模原市、厚木市で、震度６

強の揺れが想定されます。 

 

 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊）は、全県で

全壊棟数が 64,500 棟（全建物の 2.8%）、半壊棟数が

221,250 棟（全建物の 9.5%）と想定されます。 

< 火 災 > 火災については、全県で 310 件の出火が想定され、焼失

棟数は 37,600 棟と想定されます。横浜市、川崎市、相模原

市などで被害が大きくなります。 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 2,990 人、重症者 2,810 

人、中等症者 24,680 人、軽症者 35,250 人と想定されま

す。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、帰

宅困難者は県内で 610,660 人に達すると想定されます。鉄

道は県東部で９～13 日程度不通が続くため、長期間にわ

たって帰宅困難者が発生すると想定されます。 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物の

総量は、全県で 2,145 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、15 兆 1,082 億円と想定さ

れます。 

 

 

 

② 三浦半島断層群の地震 

< 震 度 > 横須賀三浦地域から湘南地域、横浜市、川崎市の一部で

震度６弱以上の揺れが想定され、特に、横浜市、横須賀市、

逗子市、葉山町で、震度６強の揺れが想定されます。 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、津波）は、
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全県で全壊棟数が 15,830 棟（全建物の 0.7%）、半壊棟数

が 73,670棟（全建物の 3.1%）と想定されます。津波によ

る被害は、全県で全壊 20棟と想定されます。 

< 火 災 >火災については、全県で 100 件の出火が想定され、焼

失棟数は 1,760 棟と想定されます。横浜市、横須賀市、

逗子市などで被害が大きくなります。 

< 人的被害 >全県での人的被害は、死者 700 人、重症者 420 人、

中等症者 5,040 人、軽症者 8,730 人と想定されます。 

< 帰宅困難者 >地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、

帰宅困難者は県内で 575,270人に達すると想定されます。

鉄道は徐々に復旧し、１日後で 45,790 人、２日後で

42,400 人の帰宅困難者の発生が想定されます。観光客の

帰宅困難者は、最大で 342,030人の発生が想定されます。 

< 災害廃棄物 > 建建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄

物の総量は、全県で 380 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、2 兆 8,150 億円と想定

されます。 

 

③ 神奈川県西部地震 

< 震 度 >小田原市及びその周辺の市町村で震度６弱以上となっ

ています。特に、酒匂川と根府川の周辺で震度６強のエリ

アが広がっています。 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、津波）は、

全県で全壊棟数が 3,430棟（全建物の 0.1%）、半壊棟数が

15,750棟（全建物の 0.7%）と想定されます。津波による

被害は、全県で全壊 220 棟と想定されます。 

< 火 災 > 火災については、全県で 10 件の出火が想定され、焼失

棟数は 190 棟と想定されます。 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 260 人、重症者 70 人、

中等症者 1,050人、軽症者 1,880人と想定されます。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、

帰宅困難者は県内で 201,880人に達すると想定されます。

鉄道は全県で３日以上にわたって不通が続くため、１日

全県で全壊棟数が 22,710 棟（全建物の 1.0%）、半壊棟数

が 88,170 棟（全建物の 3.8%）と想定されます。 

 

< 火 災 > 火災については、全県で 90 件の出火が想定され、焼失

棟数は 11,980 棟と想定されます。横浜市、横須賀市、逗子

市などで被害が大きくなります。 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 1,130 人、重症者 1,130 

人、中等症者 9,830 人、軽症者 13,910 人と想定されます。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、帰

宅困難者は県内で 610,660 人に達すると想定されます。鉄

道は県東部で９～13 日程度不通が続くため、長期間にわ

たって帰宅困難者が発生すると想定されます。 

 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物の

総量は、全県で 775 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、5 兆 596 億円と想定され

ます。 

 

③ 神奈川県西部地震 

< 震 度 > 県西地域で震度６弱の揺れが想定され、特に、小田原市、

真鶴町で、震度６強の揺れが想定されます。 

 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、津波）は、

全県で全壊棟数が 5,000 棟（全建物の 0.2%）、半壊棟数が

20,530 棟（全建物の 0.9%）と想定されます。津波による

被害は、全県で全壊 230 棟と想定されます。 

< 火 災 > 火災については、全県で 10 件の出火が想定され、焼失

棟数は 710 棟と想定されます。 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 880 人、重症者 180 人、

中等症者 1,780 人、軽症者 2,660 人と想定されます。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、帰

宅困難者は県内で 502,980 人に達すると想定されます。し

かし、鉄道は当日中に復旧するため、帰宅困難者はすぐに



9 

9 

修  正  内  容 現  行  計  画 

～２日後でも 1,290 人の帰宅困難者の発生が想定されま

す。観光客の帰宅困難者は、最大で 230,310 人の発生が

想定されます。 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物

の総量は、全県で 80 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、6,080 億円と想定されま

す。 

 

④ 東海地震 

< 震 度 > 県の西部から中央南部で震度５強程度の揺れが想定さ

れます。 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、津波）は、全県で全壊棟数

が 2,970 棟（全建物の 0.1%）、半壊棟数が 13,230 棟（全

建物の 0.5%）と想定されます。津波による被害は、全県

で全壊 2,760 棟と想定されます。 

< 火 災 > 火災については、全県でわずかな発生が想定され、焼

失棟数は 190棟と想定されます。 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 330 人、重症者 20 人、

中等症者 650 人、軽症者 1,340 人と想定されます。ま

た、津波による死者は 330 人と想定されます。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、

帰宅困難者は県内で 610,790人に達すると想定されます。

鉄道は１日で復旧し、１日後には帰宅困難が解消される

と想定されます。観光客の帰宅困難者は、最大で 449,520

人の発生が想定されます。 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物

の総量は、全県で 70 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、6,340 億円と想定されま 

す。 

 

⑤ 南海トラフ巨大地震 

< 震 度 > 東海地震と似た震度分布をしていますが、震度５強の

分布がやや広がっています。また、局所的に平塚市や小田

解消されると想定されます。 

 

 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物の

総量は、全県で 154 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、9,175 億円と想定されま

す。 

 

④ 東海地震 

< 震 度 > 県の中央部から県西地域にかけて震度５強の揺れが想

定されます。 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、津波）は、

全県で全壊棟数が 3,620 棟（全建物の 0.2%）、半壊棟数が

14,450 棟（全建物の 0.6%）と想定されます。津波による

被害は、全県で全壊 3,160 棟と想定されます。 

< 火 災 > 火災については、全県でわずかに出火しますが、焼失（延

焼）は発生しないことが想定されます。 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 820 人、重症者 70 人、

中等症者 700 人、軽症者 980 人と想定されます。また、

津波による死者は 810 人と想定されます。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、帰

宅困難者は県内で 610,660 人に達すると想定されます。し

かし、鉄道は当日中に復旧するため、帰宅困難者はすぐに

解消されると想定されます。 

 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物の

総量は、全県で 106 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、9,726 億円と想定されま

す。 

 

⑤ 南海トラフ巨大地震 

< 震 度 > 県西地域の一部で震度６弱の揺れが想定されます。その

他の地域は、震度５強以下と想定されます。 



10 

10 

修  正  内  容 現  行  計  画 

原市、箱根町で震度６強が見られるほか、震度６弱の分布

が小田原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町

及び箱根町の一部で予測されています。 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、津波）は、全県で全壊棟数

が 5,770 棟（全建物の 0.2%）、半壊棟数が 19,280 棟（全

建物の 0.8%）と想定されます。津波による被害は、全県

で全壊 5,470 棟と想定されます。 

< 火 災 > 火災については、全県でわずかな発生が想定され、焼

失棟数は 210棟と想定されます。 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 790 人、重症者 30 人、

中等症者 930 人、軽症者 1,910 人と想定されます。ま

た、津波による死者は 780 人と想定されます。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、

帰宅困難者は県内で 610,790人に達すると想定されます。

鉄道は１日で復旧し、１日後には帰宅困難が解消される

と想定されます。観光客の帰宅困難者は最大で 449520人

の発生が想定されます。 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物

の総量は、全県で 120 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、8,940 億円と想定されま

す。 

 

⑥ 大正型関東地震 

< 震 度 > 県のほぼ全域で震度６弱以上となっており、震度６強

の分布が広範囲に及んでいます。県の西部から東部にか

けて、震度７が予想されます。 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、津波）は、

全県で全壊棟数が 303,300 棟（全建物の 12.6%）、半壊棟

数が 384,410 棟（全建物の 15.9%）と想定されます。津

波による被害は、全県で全壊 3,330 棟と想定されます。 

< 火 災 > 火災については、全県で 1,590 件程度の出火が想定さ

れ、焼失棟数は 55,270 棟と想定されます。 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 19,780 人、重症者 4,960 

 

 

 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、津波）は、

全県で全壊棟数が 7,360 棟（全建物の 0.3%）、半壊棟数が

20,110 棟（全建物の 0.9%）と想定されます。津波による

被害は、全県で全壊 6,720 棟と想定されます。 

< 火 災 > 火災については、全県でわずかに出火しますが、焼失（延

焼）は発生しないことが想定されます。 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 1,740 人、重症者 100 人、

中等症者 1,020 人、軽症者 1,470 人と想定されます。ま

た、津波による死者は 1,710 人と想定されます。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、帰

宅困難者は県内で 610,660 人に達すると想定されます。し

かし、鉄道は当日中に復旧するため、帰宅困難者はすぐに

解消されると想定されます。 

 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物の

総量は、全県で 183 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、1 兆 4,494 億円と想定さ

れます。 

 

⑥ 大正型関東地震 

< 震 度 > 県西地域と県北部の一部を除き、ほぼ県全域で震度６強

以上の揺れが想定され、特に、川崎市、横浜市から湘南地

域、県央地域、県西地域にかけて、震度７の揺れが想定さ

れます。 

< 建 物 > 建物の被害（揺れ、液状化、急傾斜地崩壊、津波）は、

全県で全壊棟数が 393,640 棟（全建物の 17.0%）、半壊棟

数が 410,160 棟（全建物の 17.7%）と想定されます。津波

による被害は、全県で全壊 5,270 棟と想定されます。 

< 火 災 > 火災については、全県で 1,570 件程度の出火が想定さ

れ、焼失棟数は 169,780 棟と想定されます。 
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人、中等症者 41,250 人、軽症者 56,340 人と想定されま

す。また、津波による死者は 6,070 人と想定されます。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、

帰宅困難者は県内で 610,790人に達すると想定されます。

鉄道は徐々に復旧し、1 日後で 414,880 人、２日後で

395,350人の帰宅困難者の発生が想定されます。観光客の

帰宅困難者は最大で 449,520 人と想定されます。 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物

の総量は、全県で 5,410 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、25 兆 9,280 億円と想定

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 人的被害 > 全県での人的被害は、死者 31,550 人、重症者 11,790 

人、中等症者 82,730 人、軽症者 95,800 人と想定されま

す。また、津波による死者は 12,530 人と想定されます。 

< 帰宅困難者 > 地震の発生直後には、鉄道の路線点検等により、帰

宅困難者は県内で 610,660 人に達すると想定されます。鉄

道は全県で 14 日以上不通が続くため、長期間にわたって

帰宅困難者が発生すると想定されます。 

< 災害廃棄物 > 建物の全壊・半壊・焼失により生じる災害廃棄物の

総量は、全県で 9,450 万トンに達すると想定されます。 

< 経済被害 > 経済被害の直接被害額は、48 兆 9,075 億円と想定さ

れます。 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

(5) 被害想定結果一覧 

令和７年３月に公表した地震被害措定の結果は、次のとおりです。 

なお、各項目の数値は調査時点によるもので、その後の社会構造の変化や

県、その他各機関の取組みを考慮したものではありません。 

 

 想定地震別被害想定結果の一覧（冬の 18 時） 

(5) 被害想定結果一覧 

平成 27 年３月に公表した地震被害措定の結果は、次のとおりです。 

なお、各項目の数値は調査時点によるもので、その後の社会構造の変化や県、

その他各機関の取組みを考慮したものではありません。 
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※ ＊は１以上 10 未満を示す。 

※ 各欄の数値は１の位を四捨五入（交通被害を除く）しているため、合計は合わない

ことがある。 

※ 帰宅困難者数は、「通勤・通学者」と「観光客」の合計を示している。 

 

（表を削除） 
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（表を削除） 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

第４節 神奈川県地震防災戦略 

県では、「神奈川県地震防災戦略」を策定し、大規模地震による被害を

軽減するための減災対策に取り組んでいます。県地震防災戦略は、「減災

目標」を定め、その目標を達成するために必要な対策について、減災効果

等を明示し、戦略的に防災・減災対策に取り組むための行動計画です。 

地震被害想定調査結果で想定された、大正型関東地震の３万人近い死者

数（災害関連死を含む）を、令和７年度から令和 16年度までの 10年間

で、半減させることを減災目標に、県地震防災戦略を令和７年３月に改定

しました。県地震防災戦略は、「誰一人取り残さない防災」を目指したア

クションプランです。これに基づいて、県は、市町村や国、事業者などの

関係機関と連携しながら取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地震防災戦略改定の基本的な考え方 

○「誰一人取り残さない」防災を目指して 

近年の地震災害では、高齢者や障害者などの要配慮者の被災率が

高いことが指摘されています。また、地震災害のたびにクローズア

ップされる災害関連死の多くは要配慮者が占めているほか、避難所

における女性や要配慮者の視点の欠如は、今なお繰り返される課題

です。 

今後の災害対応を考える上では、様々な立場の県民の視点に立

ち、特に、要配慮者など災害に弱い立場の方に目を向け、きめ細か

な対策を講じることが必要です。 

新たな地震防災戦略では、「誰一人取り残さない防災」を目指し、地

第４節 神奈川県地震防災戦略 

県では、「神奈川県地震防災戦略」を策定し、大規模地震による被害を軽

減するための減災対策に取り組んでいます。県地震防災戦略は、「減災目標」

を定め、その目標を達成するために必要な対策について、数値目標や減災効

果等を明示し、戦略的に防災・減災対策に取り組むための行動計画です。 

第３節の地震被害想定調査結果で想定された、大正型関東地震の３万人

を超える死者数を、平成 28 年度から平成 36 年度（令和６年度）までの９

年間で、概ね半減させることを減災目標に、県地震防災戦略を平成 28 年３

月に改定しました。県地震防災戦略は、「県民のいのちを守る」ことを最優

先としたアクションプランです。これに基づいて、県は、市町村や国、事業

者などの関係機関と連携しながら取組を進めていきます。また、重点施策の

数値目標の進捗状況については、対象期間の概ね中間年に点検を実施し、課

題について検討したうえで、必要に応じて数値目標等の見直しを行うことと

されていることから、令和４年３月に中間検証を行いました。 

しかし、減災目標を達成するためには、行政機関の取組（公助）だけでは

足りません。県民や事業者等の取組（自助・共助）も含めた、自助・共助・

公助が連携し一体となって、防災・減災対策を進めていく必要があります。 

なお、神奈川県防災会議が策定する県地震防災戦略は、県及び市町村が防災・

減災の取組を進める上での指針となるものですが、すでに独自の地震防災戦

略等を策定している市町村は、その地震防災戦略等に基づいて取組を進め、

協調して県全体の防災・減災に取り組むこととします。 

 

１ 地震防災戦略改定の基本的な考え方 

○「県民のいのちを守る」ことを最優先に考える                         

「県民のいのちを守る」ことを最優先に考え、死者数の軽減を減災目標とし

ます。減災目標の達成のため、地震の被害を「揺れ」、「津波」、「火災」に分

け、それぞれの被害の軽減に有効な対策を「重点施策」と位置づけ、死者数

の軽減を進めます。 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

震による直接死だけでなく、災害関連死も含め、一人でも多くの方を

救う観点から、減災の取組を進めます。 

○ 自助・共助・公助が一体となった取組の推進 

減災目標は、行政機関の取組（公助）だけでは達成ができません。 

県民や事業者等の取組（自助・共助）も含めた自助・共助・公助が

連携し一体となって、県民総ぐるみで、いのちを守る、防災・減災対

策を進めていく必要があります。 

 

２ 減災目標 

大正型関東地震による死者数の概ね半減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自助・共助・公助が一体となった取組の推進                        

防災・減災対策を推進するに当たっては、自らの身を自ら守る「自助」、

地域などで互いに協力し助け合う「共助」、県・市町村・国等が行う「公

助」が連携し一体となって取り組んでいくことが必要なことから、県民

や事業者等の取組も、県地震防災戦略に位置づけています。 

 

２ 減災目標 

大正型関東地震による死者数の概ね半減 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

３ 減災目標の達成に向けたプロジェクト 

 地震の揺れによる建物の倒壊や津波や火災、土砂災害等による直接死の

ほか、避難生活の長期化による体調の悪化等の災害関連死の回避に有効な

重点プロジェクトを展開し、減災目標の達成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 戦略の重点施策と数値目標 

(1) 重点施策一覧 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

項番２削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重点施策の数値目標 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

項番３削除 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

第５節 地震に関する観測・調査研究の推進 

１ 観測・調査研究の現状 

 （略） 

このほか、県内活断層の長期評価の予測精度向上や地元自治体・住民の防

災意識向上に資するため、「三浦半島断層群における重点的な調査観測（令

和５年度～令和７年度）」に参加しました。 

 

３ 今後の取組 

 (1) 令和５年度から６年度にかけて実施した県地震被害想定調査によれ

ば、県西部地震では、建物の全半壊棟数 19,180 棟、死者数 260 人、

負傷者数 3,000 人におよぶという甚大な被害が想定されています。 

 

 

第６節 地震災害対策計画の推進主体とその役割 

１ 計画の進め方 

 （3）男女共同参画等の推進 

地震災害対策計画は、多様な視点を反映した防災対策の実施により

地域の防災力向上を図るため、男女双方の視点や要配慮者などの多様

な視点に配慮して進めることが重要です。県、市町村等の防災関係機関

は、平時からジェンダー主流化を意識するとともに、男女のニーズの違

い等に十分配慮し、避難所において被災者の良好な生活環境が保たれ

るよう努めるとともに、防災に関する政策・方針決定過程において女性

の参画を拡大するなど、男女共同参画をはじめとした多様な視点を意

識した計画の推進に努めます。 

 

５ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

(3) 指定地方行政機関 

 ア 関東管区警察局 

 イ 関東管区行政評価局（神奈川行政評価事務所） 

（ｱ）被災者への生活支援情報の提供 

（ｲ）専用電話を備えた相談窓口の開設 

（ｳ）特別行政相談所の開設 

ウ 関東財務局（横浜財務事務所） 

第５節 地震に関する観測・調査研究の推進 

１ 観測・調査結果の現状 

 （略） 

 令和５年度からは、「三浦半島断層群に、県内活断層の長期評価の予測精度

向上や地元自治体・住民の防災意識向上に資するため、３年間の予定で「三 

浦半島断層群における重点的な調査研究」に参加します。 

 

３ 今後の取組 

 (1) 平成 25 年度から 26 年度にかけて実施した県地震被害想定調査によれ

ば、県西部地震では、建物の全半壊棟数 25,530 棟、死者数 880 人、負

傷者数 4,620 人におよぶという甚大な被害が想定されて鋳ます。 

 

 

第６節 地震災害対策計画の推進主体とその役割 

１ 計画の進め方 

 （3）男女共同参画等の推進 

地震災害対策計画は、多様な視点を反映した防災対策の実施により地

域の防災力向上を図るため、男女双方の視点や要配慮者などの多様な視

点に配慮して進めることが重要です。県、市町村等の防災関係機関は、

被災時における男女のニーズの違い等に十分配慮し、避難所において被

災者の良好な生活環境が保たれるよう努めるとともに、防災に関する政

策・方針決定過程において女性の参画を拡大するなど、男女共同参画を

はじめとした多様な視点を意識した計画の推進に努めます。（以下略） 

 

５ 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

(3) 指定地方行政機関 

 ア 関東管区警察局 

 （追加） 

 

 

 

 

  イ 関東財務局（横浜財務事務所） 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

エ 関東農政局（神奈川県拠点） 

オ 関東森林管理局 

カ 関東経済産業局 

  キ 関東東北産業保安監督部 

  ク 関東運輸局 

  ケ 関東運輸局（神奈川運輸支局） 

  コ 東京航空局（東京空港事務所） 

  サ 第三管区海上保安本部 

  シ 東京管区気象台（横浜地方気象台） 

  ス 関東総合通信局 

   （略） 

   (ｳ) 災害対策用移動通信機器、臨時災害放送局用設備及び災害対策

用移動電源車等の貸出し 

  セ 神奈川労働局 

  ソ 関東信越厚生局 

  タ 国土地理院関東地方測量部 

   (ｱ) 災害時等における地理空間情報の整備・提供に関すること 

(ｲ) 復旧・復興のための公共測量に関する指導・助言に関すること 

(ｳ) 地殻変動の監視に関すること 

   (ｴ)災害教訓の伝承に関すること 

  チ 関東地方整備局 

ツ 南関東防衛局 

テ 関東地方環境事務所 

(4) 指定公共機関 

  （略） 

  イ 電信電話機関（ＮＴＴ東日本(株)神奈川事業部、ＮＴＴドコモビジ

ネス(株)、(株)ＮＴＴドコモ神奈川支店） 

  （略） 

エ 日本赤十字社（神奈川県支部） 

（略） 

(ｷ) 復旧・復興に関する業務 

(ｸ) 防災・減災に関する業務 

 (5) 指定地方公共機関等 

ウ 関東農政局（神奈川県拠点） 

エ 関東森林管理局 

オ 関東経済産業局 

  カ 関東東北産業保安監督部 

  キ 関東運輸局 

  ク 関東運輸局（神奈川運輸支局） 

  ケ 東京航空局（東京空港事務所） 

  コ 第三管区海上保安本部 

  サ 東京管区気象台（横浜地方気象台） 

  シ 関東総合通信局 

   （略） 

   (ｳ) 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車等の貸出し 

 

  ス 神奈川労働局 

  セ 関東信越厚生局 

  ソ 国土地理院関東地方測量部 

   (ｱ) 災害時等における地理空間情報の整備・提供 

(ｲ) 復旧・復興のための公共測量に関する指導・助言 

(ｳ) 地殻変動の監視 

   （追加） 

  タ 関東地方整備局 

チ 南関東防衛局 

ツ 関東地方環境事務所 

 (4) 指定公共機関 

  （略） 

  イ 電信電話機関（東日本電信電話(株)神奈川事業部、エヌ・ティ・ティ・

コミュニティケーションズ(株)、(株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ神奈

川支店） 

エ 日本赤十字社（神奈川県支部） 

（略） 

   （追加） 

   （追加） 

 (5) 指定地方公共機関等 
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  ア鉄道機関（東急電鉄㈱、京浜急行電鉄㈱、小田急電鉄㈱、相模鉄道㈱、

京王電鉄㈱、㈱小田急箱根、伊豆箱根鉄道㈱、江ノ島電鉄㈱、湘 南モノレ

ール㈱、㈱横浜シーサイドライン、横浜高速鉄道㈱） 

（略） 

  イ 自動車運送機関（一般社団法人神奈川県バス協会、京浜急行バス

㈱、川崎鶴見臨港バス㈱、神奈川中央交通㈱、富士急モビリティ㈱、一

般社団法人神奈川県トラック協会、一般社団法人神奈川県タクシー協会 

 

 

第２章 都市の安全性の向上 

第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

【現状】 

 

  ○ さらに、盛土による災害を防止するため、県、政令市及び中核市等

は、令和５年５月 26 日に施行された、「宅地造成及び特定盛土等規

制法」（通称「盛土規制法」）に基づき、宅地、農地、森林等の土地の

用途や盛土等の目的に関わらず、危険な盛土を規制していきます。 

  ○ また、民間が行う宅地開発に伴う災害の防止については、都市計

画法及び関係法令の技術基準に照らし、排水や擁壁についての審査

及び指導を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ 県、政令市及び中核市は、盛土の安全確保を図るため、令和７年４

月１日に県内全域を盛土規制法に基づく規制区域に指定し、運用を

開始したところです。しかし、同法運用開始前に県土砂条例の許可を

得ずに行われた盛土や、同条例の許可内容を逸脱している盛土等が

  ア 鉄道機関（東急電鉄㈱、京浜急行電鉄㈱、小田急電鉄㈱、相模鉄道

㈱、京王電鉄㈱、箱根登山鉄道㈱、伊豆箱根鉄道㈱、江ノ島電鉄㈱、湘  

南モノレール㈱、㈱横浜シーサイドライン、横浜高速鉄道㈱） 

（略） 

  イ 自動車運送機関（一般社団法人神奈川県バス協会、京浜急行バス㈱、

川崎鶴見臨港バス㈱、神奈川中央交通㈱、富士急湘南バス㈱、一般社

団法人神奈川県トラック協会、一般社団法人神奈川県タクシー協会） 

 

 

第２章 都市の安全性の向上 

第１節 計画的な土地利用と市街地整備の推進 

【現状】 

 （略） 

○ 民間が行う宅地開発に伴う災害の防止については、都市計画法の技術

基準、及び宅地造成工事規制区域の指定区域内においては、宅地造成等

規制法の技術基準に照らし、排水や擁壁についての審査及び指導を行っ

ています。 

○ こうした技術基準に基づいて設置された擁壁等は平成７年の阪神・淡

路大震災に対しても抵抗力があり、大きな災害発生を防ぐうえで効果が

あることが明らかになりました。国はこの経験を踏まえ、宅地造成工事

規制区域の指定拡大について、指定要領や宅地防災マニュアル、宅地擁

壁復旧技術マニュアルを策定するなどの取組を行いました。 

○ さらに、盛土による災害を防止するため、都市計画法をはじめとする

土地利用規制に関する法令 に加え、県及び一部市町では、土砂の適正な

処理を推進するための条例を定め、盛土の形状をはじめ排水施設や擁壁

等について安全基準等に基づく審査及び指導を行っています。 

 

【課題】 

○ 盛土については、関係法令等において規制しているものの、許可を必

要とする規模要件や規制区域が様々であるほか、条例で規定する罰則で

は違反行為の抑止に限界があることから、全国一律に隙間のない規制を

行う必要があります。そのため、令和３年に静岡県で発生した土石流災

害の教訓を踏まえ、令和４年５月に成立した盛土規制法に適切に対応す
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依然として残っており、適切な対応が必要です。 

【取組の方向】 

  ○ 県は、自然災害による被害の発生の危険性を回避した土地利用を

進めるため、地震等の被害が想定される区域など、災害に関する情報

を県民に提供するとともに、都市防災基本計画における土地利用の

規制・誘導、避難地、避難路、延焼遮断帯などの防災基盤施設整備、

市街地の面的整備等、都市全体の視点から、常時と災害時の計画の一

本化を図り、災害に強いまちづくりを推進していきます。   

また、市町村が実施する避難地、避難路及び防災まちづくり拠点等

の整備や、事前復興まちづくり計画策定に向けた事業計画の策定な

どについて技術的支援を行います。 

  （略） 

○ 県は、定期的なパトロールを実施し、不適切な盛土の監視を強化

するとともに、必要に応じて得られた情報を市町村や県警察と共有

し、対策に活かしていきます。 

 

 

 

 

【主な事業】 

  ２ 災害に強いまちづくりの促進 

   ○ 県は、市町村が行う災害危険度判定調査、住民等のまちづくり

活動、防災まちづくり拠点等の地区公共施設等整備及び事前復興

まちづくり計画策定について、必要となる国の交付金確保に向け

た取組などを支援していきます。        [県土整備局] 

 

   

 

  ４ 危険を回避した土地利用 

 

５ 市街地の整備 

 

 ６ 開発許可に係わる安全性の配慮 

る必要があります。 

【取組の方向】 

 ○ 県は、自然災害による被害の発生の危険性を回避した土地利用を進め

るため、地震等の被害が想定される区域など、災害に関する情報を県民

に提供するとともに、都市防災基本計画における土地利用の規制・誘導、

避難地、避難路、延焼遮断帯などの防災基盤施設整備、市街地の面的整

備等、都市全体の視点から、常時と災害時の計画の一本化を図り、災害

に強いまちづくりを推進していきます。   

また、市町村が実施する避難地、避難路及び防災まちづくり拠点等の

整備について、事業計画の策定や交付金の採択について技術的支援を

行います。 

（略） 

○ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第 55 号）

の施行に併せ、県は、宅地の 安全確保のため、基礎調査を実施した

上で、各市町村の意見を聞きながら、宅地造成等工事規制区 域の指

定を行うとともに、開発事業者に対しては、工事施工に伴う適正な監

理体制の強化の指導を 行っていきます。また、既存の大規模盛土造

成地の調査・安全性の把握に努めていきます。 

 

【主な事業】 

 ２ 災害に強いまちづくりの促進 

 ○ 県は、市町村が行う災害危険度判定調査、住民等とのまちづくり

活動及び防災まちづくり拠点等の地区公共施設整備について、都市

防災総合推進事業の採択に向けた取組を支援していきます。  

［県土整備局］ 

４ 宅地造成地の災害防止 

県は、既存の大規模盛土造成地の調査・安全性の把握に努めます。 

 

５ 危険を回避した土地利用 

 

６ 市街地の整備  

 

７ 開発許可に係わる安全性の配慮 
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 ７ 盛土の安全性の把握 

 

 

資 料 

２－１－(２) 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域 

 

第２節 防災空間の確保 

【現状】 

○ 県では、大規模な地震・津波災害の発生時に、延焼防止や避難場所

として、また救援活動の場として防災上重要な役割を持っている市街

地及びその周辺の良好な都市公園、緑地などの防災空間の確保に取り

組んできています。都市公園については、県立都市公園 27箇所 726ha

を始め 5,388haを整備(令和６年３月 31日現在)し、緑地についても

特別緑地保全地区 815.4ha、近郊緑地保全区域 4,800ha、歴史的風土

保存区域 989haを指定(令和４年３月 31日現在)しています。 

 

【主な事業】 

 １ 都市公園の整備 

  ○ 県は、県立都市公園の再整備や拡大整備を推進するとともに、延

焼火災からの避難、救援活動、避難者の比較的長期な滞在利用等が

想定される都市公園については、市町村との役割分担を踏まえて施

設整備（災害種類別の「指定緊急避難所」や「指定避難所」の指定

表示や避難誘導表示、入口部等への太陽光発電の照明設備、非常用

電源設備、情報通信設備、飲料水・消火用水確保施設、備蓄倉庫、

災害時の諸活動の拠点となるパークセンター等）を進めるととも

に、バリアフリー化の取組を進めます。      [県土整備局] 

 

 

第３節 道路、橋りょう、港湾、鉄道等の安全対策 

【現状】 

 ○ 自然災害に対する安全性を高めるため、県が管理する橋りょうの耐 

震補強や、斜面の土砂崩落対策を実施しています。 

 

８ 盛土の安全性の把握 

 

 

資 料 

２－１－(２)  宅地造成工事規制区域図 

 

第２節 防災空間の確保 

【現状】 

 ○ 県では、大規模な地震・津波災害の発生時に、延焼防止や避難場所と

して、また救援活動の場として防災上重要な役割を持っている市街地

及びその周辺の良好な都市公園、緑地などの防災空間の確保に取り組

んできています。都市公園については、県立都市公園 27 箇所 725ha を

始め 5,304ha を整備(令和４年３月 31 日現在)し、緑地についても特別

緑地保全地区 815.4ha、近郊緑地保全区域 4,800ha、歴史的風土保存区

域 989ha を指定(令和４年３月 31 日現在)しています。（以下略） 

 

【主な事業】 

１ 都市公園の整備 

 ○ 県は、県立都市公園の新規整備及び既存公園の拡充を推進するとと

もに、延焼火災からの避難、救援活動、避難者の比較的長期な滞在利用

等が想定される都市公園については、市町村との役割分担を踏まえて

施設整備（災害種類別の「指定緊急避難所」や「指定避難所」の指定表

示や避難誘導表示、入口部等への太陽光発電の照明設備、非常用電源設

備、情報通信設備、飲料水・消火用水確保施設、備蓄倉庫、災害時の諸

活動の拠点となるパークセンター等）を進めるとともに、バリアフリー

化の取組を進めます。               ［県土整備局］ 

 

 

第３節 道路、橋りょう、港湾、鉄道等の安全対策 

【現状】 

○ 自然災害に対する安全度を高めるため、県が管理する橋りょうの耐

震補強や、道路法面の防災工事を実施しています。 
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【課題】 

 ○ 道路利用者を災害から守るためには、橋りょうの耐震補強や斜面の

土砂崩落対策などのハード対策とともに、気象や災害発生などの情報

を提供し、注意を促すソフト対策が必要です。 

 

【主な事業】 

 １ 道路の安全対策 

○ 県は、緊急輸送道路となる防災上重要な広域的幹線道路の多車線

化を進めることや、避難路となる道路は歩道の広幅員化を進めるな

ど、防災の視点を重視して施設の整備拡充を図ります。 

    また、災害情報が発表された際に、道路利用者にいち早く情報を

提供できる道路情報板の整備を進めます。     [県土整備局] 

○ 県は、トンネルや道路沿いの斜面、横断歩道橋等の安全点検を実

施し、必要な補強工事等を実施します。      [県土整備局] 

 

２ 橋りょうの安全対策 

  ○ 県は、道路橋の安全点検を実施し、必要な補強工事等を実施しま

す。                      [県土整備局] 

 

 ３ 港湾の安全対策 

 

 ４ 漁港の安全対策 

 

 ５ 市町村の管理する道路、橋りょうの安全対策 

 

 ６ 鉄道施設の安全対策 

 

 

第４節 津波対策 

【現状】 

〇 県は、津波浸水想定を踏まえた津波災害警戒区域の指定について、沿

岸市町の意向のある地域から段階的に指定を進めていきます。 

 

【課題】 

○ 道路利用者を災害から守るためには、橋りょうの耐震補強や道路法

面の防災工事などのハード対策とともに、気象や災害発生などの情報

を提供し、注意を促すソフト対策が必要です。 

 

【主な事業】 

 １ 道路の整備 

  ○ 県は、緊急輸送道路となる防災上重要な広域的幹線道路の多車線

化を進めることや、避難路となる道路は歩道の広幅員化を進めるなど、

防災の視点を重視して施設の整備拡充を図ります。 

    また、災害情報が発表された際に、道路利用者にいち早く情報を

提供できる道路情報板の設置を進めます。     ［県土整備局］ 

  ○ 県は、トンネルや横断歩道橋の安全点検を実施し、必要な補強工

事を実施します。                ［県土整備局］ 

 

 ２ 橋りょうの整備 

（追加） 

 

 

 ３ 港湾の整備 

 

 ４ 漁港の整備 

 

 ５ 市町村の管理する道路・橋りょう 

 

 ６ 鉄道施設の整備 

 

 

第４節 津波対策 

【現状】 

〇 県は、平成 31 年３月、津波浸水想定を踏まえた津波災害警戒区域の

指定について、沿岸市町の意向のある地域から段階的に指定を進める
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【主な事業】 

 ３ 情報伝達体制等の整備 

  ○ 県は、沿岸域の状況を把握するため、監視カメラを設置してお

り、アクセス集中に強い配信システムの確保を図ります。 

[県土整備局] 

 

 

第５節 がけ崩れ対策等の推進 

【主な事業】 

 ４ 指定区域の周知、管理、防災措置の勧告等 

  ○ 県は、急傾斜地崩壊危険区域や地すべり防止区域及び砂防指定地

の指定区域に、標柱及び標識板等を設置するとともに、指定区域等

をインターネット等により周知します。また、パトロール等を実施

し、指定区域内における、土砂災害を誘発助長する行為の制限を行

い、必要に応じて防災措置の勧告等を行います。  [県土整備局] 

 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定等 

○ 県は、土砂災害により住民等に危害が生じるおそれのある区域を

調査し、調査結果を公表するとともに、関係市町村長の意見を聴いた

うえで、土砂災害警戒区域等の指定を進めます。特に、土砂災害によ

り著しい危害が生じるおそれのある土砂災害特別警戒区域について

は、住宅宅地分譲等の開発行為に対する許可制や、建築基準法に基づ

いた建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等が行われます。 

[県土整備局] 

 

 

資 料 

２－５－(１) 市町村別急傾斜地崩壊危険区域一覧表 

方針をとりまとめ公表しました。また、令和元年 12 月には、小田原ブ

ロック（小田原市、真鶴町及び湯河原町）を、令和３年３月には、藤沢

市及び二宮町を、同年８月には大磯町を津波災害警戒区域に指定しま

した。 

 

【主な事業】 

３ 情報伝達体制等の整備 

〇 沿岸市町は、災害時に消防団員等が海岸へ直接津波を見に行かなくて

も済むよう、沿岸域において津波来襲状況を把握する津波監視システ

ム等の整備に努めます。県は、沿岸域に監視カメラを設置し、遠隔地か

ら津波の状況を把握するシステムの整備を図ります。 [県土整備局] 

 

第５節 がけ崩れ対策等の推進 

【主な事業】 

４ 指定区域の周知、管理、防災措置の勧告等 

 ○ 県は、急傾斜地崩壊危険区域や地すべり防止区域及び砂防指定地の指

定区域に、標柱及び標識板等を設置するとともに、指定区域等をインタ

ーネット等により周知します。また、パトロール等を実施し、指定区域

の管理及び保全について制限を行い、必要に応じて防災措置の勧告等を

行います。               ［県土整備局］ 

 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定等 

 ○ 県は、土砂災害により住民等に危害が生じるおそれのある区域を調査

し、調査結果を公表するとともに、関係市町村長の意見を聴いたうえで、

土砂災害警戒区域等の指定を進めます。特に、土砂災害により著しい危

害が生じるおそれのある土砂災害特別警戒区域については、住宅宅地分 

譲等の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制、既存住宅の移転促

進等による対策を行います。           ［県土整備局］ 

 

 

 

資 料 

２－５－(１) 急傾斜地崩壊危険箇所指定区域（年度別達成率表）  
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２－５－(２) 市町村別急傾斜地崩壊危険区域指定箇所及び面積 

２－５－(３) 市町村別地すべり防止区域指定一覧表 

２－５－(４) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域一覧 

       表 

２－５－(５) 市町村別土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域箇所数一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 ライフラインの安全対策 

【現状】 

○ 電話・通信については、ＮＴＴ東日本㈱(以下「ＮＴＴ東日本」とい

う。)、ＮＴＴドコモビジネス㈱（以下「ＮＴＴドコモビジネス」とい

う。）及びＮＴＴドコモにおいて、建物や無線鉄塔等の耐震化、中継

ケーブルの複数ルート分散、災害対策機器類の配備等を行っていま

す。 

 

【取組の方向】 

○ 都市ガスについては、東京ガス㈱及び東京ガスネットワーク㈱が、

現状の安全対策の推進に加え、ＬＮＧ基地・整圧所設備における防消

火設備、保安用電力などの確保を行い、二次災害防止に努めます。 

（略） 

〇 水道事業者及び下水道管理者は、発災後に迅速に復旧できるよう、上

下水道システムの基幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ

定めておくなど、上下水道一体となった対応に努めます。さらに、宅内

配管についても迅速に復旧できるよう、あらかじめ体制の構築に努め

ます。 

２－５－(２) 市町村別急傾斜地崩壊危険区域一覧表  

２－５－(３) 市町村別急傾斜地崩壊危険箇所・指定区域一覧表  

２－５－(４) 市町村別急傾斜地崩壊危険区域指定箇所及び面積  

 

２－５－(５) 急傾斜地崩壊危険箇所等（市町村別）  

２－５－(６) 市町村別地すべり危険箇所一覧表  

２－５－(７) 市町村別地すべり防止区域指定一覧表  

２－５－(８) 市町村別土石流危険渓流一覧表  

２－５－(９) 市町村別砂防指定地（土石流危険渓流）一覧表  

２－５－(10) 土石流危険渓流等（市町村別）  

２－５－(11) 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域一覧表  

２－５－(12) 市町村別土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区 

域箇所数一覧表 

 

 

第６節 ライフラインの安全対策 

【現状】 

○ 電話・通信については、東日本電信電話㈱(以下「ＮＴＴ東日本」とい

う。) エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱（以下「ＮＴＴコミュ

ニケーションズ」という。）及びＮＴＴドコモにおいて、建物や無線鉄塔

等の耐震化、中継ケーブルの複数ルート分散、災害対策機器類の配備等

を行っています。 

 

【取組の方向】 

○ 都市ガスについては、東京ガス㈱及び東京ガスネットワーク㈱が、現

状の安全対策の推進に加え、ＬＮＧ基地・整圧所設備における防消火設備、

保安用電力などの強化を行い、二次災害防止に努めます。 

（略） 

 （追加） 
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○ 電線管理者は、電柱・電線の除去作業を直接行う必要があるため、

道路管理者と電線管理者で協定を結ぶ等により、あらかじめ作業の流

れや役割分担を決めておきます。 

 

【主な事業】 

２ 下水道施設 

  (削除) 

 

 ４ 電気、ガス、通信サービス 

○ 県は、災害時に電気を供給することができる太陽光発電設備、電気自

動車・燃料電池自動車などの導入促進を図ります。   [環境農政局] 

 

 

 

第８節 危険物等施設の安全対策 

【主な事業】 

 １ 事業者に対する指導 

  ○ 県及び政令指定都市は、高圧ガス事業者に対して、最新の津波浸

水予測図及び津波浸水想定図や津波に対する有効な対策等の情報を提供

します。                   [くらし安全防災局] 

 

 

第９節 建築物等の安全確保対策 

【主な事業】 

 １ 法や計画等に基づく耐震化の促進 

  ○ 県は、1981 年以前に建てられた旧耐震基準の住宅やマンショ

ン、2000 年以前に建てられた新耐震基準の木造住宅などについ

て、市町村による耐震化の取組を支援します。[くらし安全防災局] 

 

 ６ 防災上重要建築物等の耐震性向上のための取組 

  ○ 県は、県営住宅の計画的な建替えを進めながら、耐震性の向上に

取り組みます。 

 

 （追加） 

 

 

 

【主な事業】 

 ２ 下水道施設 

  〇 県は、県管理下水道処理場の放流水吐き口からの逆流を防止する

津波対策を実施していきます。          ［県土整備局］ 

 

 ４ 電気、ガス、通信サービス 

  ○ 県は、災害時に電気を供給することができる太陽光発電設備など

の導入や、電気自動車・燃料電池自動車などの分散型電源の普及促進

を図ります。                  [産業労働局] 

 

第８節 危険物等施設の安全対策 

【主な事業】 

 １ 事業者に対する指導 

  ○ 県は、高圧ガス事業者に対して、最新の津波浸水予測図及び津波浸

水想定図や津波に対する有効な対策等の情報を提供します。 

[くらし安全防災局] 

 

 

第９節 建築物等の安全確保対策 

【主な事業】 

１ 法や計画等に基づく耐震化の促進 

（追加） 

 

 

 

６ 防災上重要建築物等の耐震性向上のための取組 

○ 県は、県営住宅の計画的な建替えを進めながら、耐震診断を実施し、

必要な耐震化を進めます。 
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９ 造成宅地の耐震化の推進 

○ 県は、県民の防災意識を高めるために、大規模盛土造成地マップ

を作成・公表しました。引き続き、大規模盛土造成地の地震時の安

全性向上のために、詳細調査等を進めます。    [県土整備局] 

 

 

第３章 災害時応急活動事前対策の充実 

第１節 災害時情報の収集・提供体制の拡充 

【現状】 

○ 発災後における概括的被害状況の確認等を行うため、民間ヘリコプ

ターのチャーター機を導入しました。 

 

【課題】 

〇 国が令和６年４月より運用を開始した新総合防災情報システム

（SOBO-WEB）などの積極的な活用を見据えつつ、災害対応の効率化

等の観点から、ドローンを活用した情報収集や人工知能（ＡＩ）を活用

するなど防災・減災におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）を積極的に推進する必要があります。 

〇 本県の災害情報の受伝達の基幹システムとなる防災行政通信網につ

いて、円滑で着実な運用を図る必要があります。 

 

 

【主な事業】 

 １ 災害情報受伝達体制の充実 

〇 県は、「防災行政通信網」の活用により、県機関、市町村及び防災関

係機関との円滑な情報共有に努めます。      [くらし安全防災局] 

○ 県は、通信断絶時でも情報の受伝達が可能な衛星通信機器を配備しま

す。                     [くらし安全防災局] 

 

 

 

 

 

９ 造成宅地の耐震化の推進 

○ 県は、県民の防災意識を高めるために、大規模盛土造成地マップを作

成・公表しました。引き続き、大規模盛土造成地の地震時の安全性向上

のために、詳細調査を進めます。 

 

 

第３章 災害時応急活動事前対策の充実 

第１節 災害情報の収集・提供体制の拡充 

【現状】 

（追加） 

 

 

【課題】 

〇 現在、国が開発を進めているＳＩＰ４Ｄ（基盤的防災情報流通ネットワ

ーク）などの積極的な活用を見据えつつ、災害対応の効率化等の観点から、

ドローンを活用した情報収集や人工知能（ＡＩ）を活用するなど防災・減

災におけるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を積極的に推進す

る必要があります。 

〇 本県の災害情報の受伝達の基幹システムとなる防災行政通信網につ

いて、最新のＩＣＴを再整備により導入し、円滑で着実な運用を図る

必要があります。 

 

【主な事業】 

１ 災害情報受伝達体制の充実 

〇 県は、「防災行政通信網」の再整備により、ネットワークの冗長化によ

る情報受伝達の確実性の強化、稼働状況の常時監視・ウイルス対策などの

セキュリティ強化及び被災現場等からの映像伝達機能やＷＥＢ会議機能

の構築による利便性の向上により、県機関、市町村及び防災関係機関との

情報共有をさらに円滑にします。      ［くらし安全防災局］ 

（追加） 
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資 料 

３－１－(６) 災害時における無人航空機による協力に関する協 

定（JDRONE） 

３－１－(７) 災害時における無人航空機による協力に関する協 

定（ﾌﾚｯｼｭﾊｳｽ） 

３－１－(８) 災害時における無人航空機による協力に関する協 

定（ｸﾗｲｼｽﾏｯﾊﾟｰｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

３－１－(９) 災害時における無人航空機による協力に関する協 

定（ﾄﾞﾛｰﾝ協会） 

３－１－(10) 災害時における避難施設の情報提供に関する協定 

（バカン） 

 

 

第２節 災害対策本部等組織体制の拡充 

【主な事業】 

 １ 災害対策本部の組織体制の充実等 

  ○ 県は、災害時における災害対策本部要員の参集を確保するため、

県庁近傍の待機宿舎や情報伝達手段を確保するとともに、非常時に

備え、職員の配置や物資の備蓄等にも留意します。 

[総務局、くらし安全防災局] 

  （略） 

  ○ 県は、市町村、防災関係機関等と連携し、地震と連続する風水害

といった複合災害など、様々な場面を想定した災害対策本部の運営

訓練や図上訓練のほか、職員の緊急参集訓練を重ね、非常時に臨機

応変な対応がとれるよう努めます。     [くらし安全防災局] 

 

第３節 救助・救急、消火活動体制の充実 

【現状】 

○ 市町村の消防水利は、令和７年４月１日現在、消火栓、防火水槽など

合わせて 124,130 基を整備しています。 

 

 

 

資 料 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

 

 

第２節 災害対策本部等組織体制の拡充 

【主な事業】 

１ 災害対策本部の組織体制の充実等 

○ 県は、災害時における災害対策本部要員の参集を確保するため、県庁

近傍の待機宿舎や情報伝達手段を確保するとともに、非常時に備え、職

員の配置等にも留意します。      ［総務局、くらし安全防災局］ 

 

（略） 

○ 県は、市町村、防災関係機関等と連携し、様々な場面を想定した災害

対策本部の運営訓練、職員の緊急参集訓練や図上訓練を重ね、非常時に

臨機応変な対応がとれるよう努めます。    ［くらし安全防災局］ 

 

 

第３節 救助・救急、消火活動体制の充実 

【現状】 

○ 市町村の消防水利は、令和３年４月１日現在、消火栓、防火水槽など

合わせて 122,192基を整備しています 
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【主な事業】 

１ ヘリコプター等の活用 

○ 県は、民間ヘリコプターのチャーター機による災害時の要員や物

資の輸送等を行います。          [くらし安全防災局] 

 

 ５ 市町村消防の強化 

  ○ 県は、市町村消防力の充実・強化を図るため、消防用資機材等の整

備を支援します。             [くらし安全防災局] 

〇 県は、Ｋアラートの運用やかながわ版ディザスターシティの活

用、かながわ消防訓練等を通じて、市町村消防力の強化に努めま

す。                   [くらし安全防災局] 

 

 

第５節 避難対策 

【現状】 

○ 県は、市町村の避難所の設置運営の参考となるよう、神奈川県避難所

マニュアル策定指針（以下「避難所マニュアル策定指針」という。）を

定め、令和６年８月には国が令和５年５月８日から新型コロナウイル

ス感染症を感染症法上の５類感染症に位置づけたことや令和６年能登

半島地震の教訓等を踏まえ修正しました。 

 

【主な事業】 

 ３ 避難所の運営管理 

  ○ 県は、新たな感染症のまん延など、避難対策を巡る環境の変化に

対応し、女性や子ども、要配慮者の視点に立った、より良い避難所

運営管理を実現するため、避難生活の向上に必要な資機材の備蓄や

市町村の資機材の備蓄に対する支援のほか、必要に応じて避難所マ

ニュアル策定指針を見直します。      [くらし安全防災局] 

  ○ （略） 

さらに、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒

液、段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッド、パーティション、

 

【主な事業】 

１ ヘリコプター等の活用 

（追加） 

 

 

５ 市町村消防の強化 

 ○ 県は、市町村消防力の充実・強化を図るため、防災用資機材等の整備

を支援します。 

〇 県は、Ｋアラートやかながわ版ディザスターシティを活用し、市町村

消防力の強化に努めます。           [くらし安全防災局] 

 

 

 

第５節 避難対策 

【現状】 

○ 県は、市町村の避難所の設置運営の参考となるよう、神奈川県避難所

マニュアル策定指針（以下「避難所マニュアル策定指針」という。）を

定め、平成 30 年３月には国の新たな指針やガイドライン、平成 28 年

の熊本地震の教訓などを基に修正しました。 

 

 

【主な事業】 

３ 避難所の運営管理 

○ 県は、新たな感染症のまん延など、避難対策を巡る環境の変化に対

応し、より良い避難所運営管理を実現するため、必要に応じて避難所

マニュアル策定指針を見直します。    ［くらし安全防災局］ 

 

 

 ○ （略） 

   さらに、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、

食料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段ボ

ールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な
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炊き出し用具、キッチン資機材、乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミル

ク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、トイレットペーパー、生理

用品、毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資、食物

アレルギーに配慮した食料等の備蓄に努めます。また、備蓄品の調達

にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配慮します。 

この他、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、

停電時にも稼働可能な空調設備の利用促進や再生可能エネルギーの

活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めます。 

 

 ５ 住民への周知 

○ 県は、「かながわ防災パーソナルサポート」などにより避難に関す

る情報を提供します。           [くらし安全防災局] 

 

 

資 料 

３－５－(４) 応急仮設住宅建設能力一覧表 

 

３－５－(８) 災害時における避難所等確保の支援に関する協定 

３－５－(９) 電気自動車を活用した脱炭素社会実現及び災害対 

策強化に関する連携協定 

３－５－(10) 災害時における外部給電可能車両等の貸与に関す

る協定 

 

第６節 帰宅困難者対策 

【現状】 

○ 県の地震被害想定調査結果では、冬の 18 時に想定地震が発生した場

合には、最大 106 万人を超える帰宅困難者が発生すると想定していま

す。 

 

 

資 料 

３－６－(２) 災害時における徒歩帰宅者支援に関する協定（四

県市・ウェインズトヨタ神奈川（株)) 

物資や感染症対策に必要な物資、食物アレルギーに配慮した食料等の備

蓄に努めます。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供

にも配慮します。  

この他、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生

可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めます。 

 

 

 

 

５ 住民への周知 

 （追加） 

 

 

 

資 料 

    ３－５－(４) （一社）プレハブ建築協会等における応急仮設住宅 

建設能力一覧表 

    （追加） 

（追加） 

 

（追加） 

 

 

第６節 帰宅困難者対策 

【現状】  

○ 県の地震被害想定調査結果では、冬の 18時に想定地震が発生した場合

には、61万人を超える帰宅困難者が発生すると想定しています。 

 

 

 

資 料 

３－６－(２) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（九 

都県市） 
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３－６－(３) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

（九都県市） 

３－６－(４) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書

（四県市・日産自動車㈱） 

３－６－(５) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書

（四県市・神奈川県理容生活衛生同業組合） 

 

 

第７節 要配慮者等に対する対策 

【現状】 

〇 県は、災害時に迅速かつ的確な福祉サービスを提供するために、情報

を迅速かつ正確に把握することが重要であることから、社会福祉施設

等の被害状況などの必要な情報を把握する厚生労働省の「災害時情報

共有システム」を活用しています。 

 

【課題】 

〇 県は、災害時に社会福祉施設等の被災状況等の情報を迅速に収集す

るため、関係部局や社会福祉施設等の職員に対して、災害時情報共有

システムの操作等に係る訓練の定期的な実施に努める必要がありま

す。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県及び市町村は、地震等災害発生時における外国人への広報や相談

など支援体制を整備します。言語的な支援体制だけでなく、文化や生活

習慣にも配慮した体制の整備に努めます。 

 〇 県が被災した場合は、必要に応じ、その地域内における福祉的支援を

円滑に行うための総合調整等に努めます。 

 〇 県は、迅速かつ的確な福祉支援サービスを提供するために、災害時情

報共有システム等を活用して社会福祉施設の情報を収集します。 

 

【主な事業】 

 １ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画 

〇 県は、個別避難計画の作成に取り組む市町村に対して、財政面、技 

３－６－(３) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（四

県市・日産自動車㈱） 

３－６－(４) 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（四 

県市・神奈川県理容生活衛生同業組合） 

（追加） 

 

 

 

第７節 要配慮者等に対する対策 

【現状】 

（追加） 

 

 

 

 

【課題】 

（追加） 

 

 

 

 

【取組の方向】 

 ○ 県及び市町村は、地震等災害発生時における外国人への広報や相談な

ど支援体制を整備します。(追加) 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

 

【主な事業】 

 １ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画 

〇 県は、個別避難計画の作成に取り組む市町村に対して、財政面、技 
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術面からの支援に努めます。 

[くらし安全防災局、福祉子どもみらい局] 

〇 県は、市町村の避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成を

推進し、作成に当たっては、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、

市町村に対してデジタル技術を活用するよう助言等を行います。 

〇 県は、市町村の個別避難計画作成を促進するため、市町村と連携し

て、避難行動要支援者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度の周

知・啓発等に努めます。 

 

 ４ 社会福祉施設等の対策 

  ○ 社会福祉施設等の管理者等は、地震等災害発生時に迅速・的確な対

応を行うため、新たな津波浸水予測図等を踏まえて作成された市町

村地域防災計画などを参考に、同施設における避難計画を作成する

とともに、防災組織を強化し、市町村との緊急連絡体制の確保や地域

住民、自主防災組織等との連携に努めます。 

〇 県は、市町村と連携して災害時情報共有システムを活用するなど、

社会福祉施設等の被災状況の情報収集体制を整備するとともに、必

要な情報提供を行います。        [福祉子どもみらい局] 

  ○ 社会福祉施設等の管理者等は、施設の職員や利用者に対して、地震

災害等に関する基礎的知識、業務継続計画（ＢＣＰ）、災害時情報共

有システムの操作等の災害時対応について、理解や関心を深めるた

め防災教育の推進や避難訓練等を実施します。 

 

 

第８節 飲料水、食料及び生活必需物資等の供給対策 

【現状】 

○ 災害時の被災者用食料の備蓄は市町村で行っています。例えば、サ

バイバルフーズ（注１）等をはじめとして、アルファ米（注２）・レトル

ト米、乾パン、粉ミルクや缶詰等を応急食料として備蓄しています。

また、生活必需物資の備蓄も市町村で行っています。 

 

【課題】 

 ○ 東日本大震災や平成 28 年熊本地震、令和６年能登半島地震では、道

術面からの支援に努めます。 

[くらし安全防災局、福祉子どもみらい局] 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

 

 

４ 社会福祉施設等の対策 

○ 社会福祉施設等の管理者等は、地震等災害発生時に迅速・的確な対応

を行うため、新たな津波浸水予測図等を踏まえて作成された市町村地域

防災計画などを参考に、同施設における避難計画を作成するとともに、

防災組織を強化し、市町村との緊急連絡体制の確保や地域住民、自主防

災組織等との連携に努めます。 

（追加） 

 

 

○ 社会福祉施設等の管理者等は、施設の職員や利用者に対して、地震災

害等に関する基礎的知識や災害時対応について、理解や関心を深めるた

め防災教育の推進や避難訓練等を実施します。 

 

 

 

第８節 飲料水、食料及び生活必需物資等の供給対策 

【現状】 

○ 災害時の被災者用食料の備蓄は市町村で行っています。例えば、サバ

イバルフーズ（注１）等をはじめとして、アルファ米（注２）、乾パン、

粉ミルクや缶詰等を応急食料として備蓄しています。また、生活必需物

資の備蓄も市町村で行っています。 

 

【課題】 

○ 東日本大震災や平成 28年熊本地震では、道路被害や集積場所での人員
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路被害や集積場所での人員不足などで、県から市町村の集積場所への

輸送や市町村から避難場所までの配送が滞り、避難場所等で物資が不

足する状況が発生しました。 

 

【取組の方向】 

○ 県及び市町村は、大規模地震等の災害発生のおそれがある場合、事

前に新物資システム（Ｂ－ＰＬo）を用いて備蓄状況の確認を行うと

ともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設

できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者

間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のため

の準備に努めます。 

 

 

資 料 

３－８－(13) 井戸水検査状況一覧表 

３－８－(13) 生活必需物資の災害時調達先一覧表 

３－８－(14) 応急食料の調達協定締結先一覧 

３－８－(15) 応急食料の調達協力企業等一覧 

 

 

第９節 医療・救護・防疫対策 

【現状】 

○ 県では、大規模地震等の災害時に、負傷者等に対する迅速で適切な医

療救護、防疫活動が実施できるよう、神奈川県災害時保健医療救護計画

を定めるとともに、災害時には、災害対策本部健康医療部の機能とし

て、保健医療福祉調整本部を設置し、医療救護に関する窓口の一元化を

図っています。 

○ 保健医療福祉調整本部には、保健医療福祉調整本部の部長の指揮下

で、医療救護に関して助言及び支援を行う神奈川県災害医療コーディ

ネーターを設置しています。また、小児・周産期医療分野については、

災害時小児周産期リエゾンが災害医療コーディネーターをサポートし

ます。 

○ 県では、被災地域で精神科医療及び精神保健活動の支援を行うため

不足などで、県から市町 村の集積場所への輸送や市町村から避難場所ま

での配送が滞り、避難場所等で物資が不足する状況 が発生しました。 

 

 

【取組の方向】 

○ 県及び市町村は、大規模地震等の災害発生のおそれがある場合、事前

に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うと

ともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設でき

るよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有

するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努

めます。 

 

 

資 料 

  ３－８－(13) 井戸水検査状況一覧表  

３－８－(14) 生活必需物資の災害時調達先一覧表  

３－８－(15) 応急食料の調達協定締結先一覧  

３－８－(16) 応急食料の調達協力企業等一覧 

 

 

第９節 医療・救護・防疫対策 

【現状】 

○ 県では、大規模地震等の災害時に、負傷者等に対する迅速で適切な医

療救護、防疫活動が実施できるよう、保健医療救護計画を定めるととも

に、災害時には、災害対策本部健康医療部の機能として、保健医療調整

本部を設置し、医療救護に関する窓口の一元化を図っています。 

○ 保健医療調整本部には、保健医療調整本部長の指揮下で、医療救護に

関して必要な判断・調整等を行う神奈川県災害医療コーディネーターを

設置しています。また、小児・周産期医療分野については、災害時小児周

産期リエゾンが災害医療コーディネーターをサポートします。 

 

○ 県では、被災地域で精神科医療及び精神保健活動の支援を行うための

災害派遣精神医療チーム（かながわＤＰＡＴ）を整備しています。 
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の災害派遣精神医療チーム（かながわＤＰＡＴ）を編成する「かながわ

ＤＰＡＴ登録医療機関等」を登録しています。 

〇 県では、被災地域等で地域住民の健康維持・確保に必要な看護の提供

等を行う災害支援ナースを派遣する施設と災害支援ナースの派遣に関

する協定を締結しています。 

○ 県では、災害時に災害拠点病院、災害協力病院、県立病院、日本赤十

字社神奈川県支部、国立病院機構病院、公立病院、県医師会等に救護班

等の派遣を、神奈川ＤＭＡＴ指定病院に神奈川ＤＭＡＴ、神奈川ＤＭＡ

Ｔ－Ｌ指定病院に神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ、かながわＤＰＡＴ登録医療機関

等にかながわＤＰＡＴ、災害支援ナース協定締結施設に災害支援ナース

の派遣を要請し、厚生労働省等に対しては、ＤＭＡＴ等の本県への派遣

を要請します。 

また、速やかに救護班を派遣するため、県医師会、県歯科医師会、

県病院協会、県薬剤師会、県看護協会、県柔道整復師会、県助産師

会、県栄養士会、かながわ鍼灸マッサージ推進協議会、神奈川県放射

線技師会と災害時の医療救護活動についての協定を締結しています。 

 

【課題】 

 ○ 医療救護活動においては、災害発生直後の初動対応が重要であり、い

かに迅速に保健医療福祉調整本部の初動体制を確立するか、情報機能

をどのように充実・強化していくかが重要です。また、医療救護活動に

おいては行政、警察、消防、自衛隊等との連携が必須であり、その事前

の準備が重要です。 

 ○ さらに、迅速に保健医療福祉調整本部の初動体制を確立し、同本部の

もとで県全域の医療機関の協力を得て、組織的に活動できるよう、平常

時からの訓練の積み重ねも重要です。 

 

【取組の方向】 

○ 県は、災害時における医療救護活動を効果的に行うため、関係機関、

関係団体と連携して、神奈川県災害時保健医療救護計画を推進します。 

 ○ 県は、医療の応援について近隣都県間における協定の締結を促進す

るなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、災害拠点病院、

災害協力病院の機能強化等に向けた取組や、災害医療コーディネータ

 

 

（追加） 

 

 

○ 県では、災害時に災害拠点病院、災害協力病院、県立病院、日本赤十字

社神奈川県支部、国立病院機構病院、公立病院、県医師会等に救護班等

の派遣を、神奈川ＤＭＡＴ指定病院に神奈川ＤＭＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ

－Ｌ指定病院に神奈川ＤＭＡＴ－Ｌの派遣を要請し、厚生労働省等に対

しては、ＤＭＡＴの本県への派遣を要請します。  

また、速やかに救護班を派遣するため、県医師会、県歯科医師会、県病

院協会、県薬剤師会、県看護協会、県柔道整復師会、県助産師会、かなが

わ鍼灸マッサージ推進協議会と災害時の医療救護活動についての協定を

締結しています。 

 

 

 

【課題】 

○ 医療救護活動においては、災害発生直後の初動対応が重要であり、い

かに迅速に保健医療調整本部の初動体制を確立するか、情報機能をどの

ように充実・強化していくかが重要です。また、医療救護活動において

は行政、警察、消防、自衛隊等との連携が必須であり、その事前の準備が

重要です。 

○ さらに、迅速に保健医療調整本部の初動体制を確立し、同本部のもと

で県全域の医療機関の協力を得て、組織的に活動できるよう、平常時か

らの訓練の積み重ねも重要です。 

 

【取組の方向】 

○ 県は、災害時における医療救護活動を効果的に行うため、関係機関、

関係団体と連携して、「神奈川県保健医療救護計画」を推進します。 

○ 県は、災害拠点病院、災害協力病院、神奈川ＤＭＡＴ指定病院、神奈川

ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院の機能強化等に向けて取り組むとともに、医療の

応援について近隣都県間における協定の締結を促進する等医療活動相互
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ー、災害時小児周産期リエゾン、神奈川ＤＭＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ、

かながわＤＰＡＴ、災害支援ナースの充実強化や実践的な訓練等を通

じて、災害時医療活動等の支援体制の整備に努めます。 

 ○ 県は、医療施設の耐震化、病院災害対策マニュアル、業務継続計画の

整備、防災訓練の実施について、医療機関での取組を促進するため、継

続的に啓発指導を行います。 

 ○ 県は、円滑な保健医療活動を支援する災害時健康危機管理支援チー

ム（ＤＨＥＡＴ）や被災者の健康管理を支援する保健師等チームの構成

員の人材育成を図るとともに、資質の維持向上を図るための継続的な

研修・訓練を実施します。 

 

【主な事業】 

 ２ 災害拠点病院の機能強化等 

○ 県は、災害拠点病院、災害協力病院の機能強化等に向けて取り組

むとともに、災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾ

ン、神奈川ＤＭＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ―Ｌ、かながわＤＰＡＴ、災

害支援ナースの充実強化等に向けて、国及び関係機関と調整を進

め、災害時医療救護体制の強化に取り組みます。  [健康医療局] 

 

 ３ 医療機関相互の連携強化等 

○ 県は、ＥＭＩＳの円滑な運用に努めるとともに、操作等の研修・訓

練を定期的に行います。              [健康医療局] 

〇 県は、平時から保健医療福祉調整本部の関係機関等と合同での訓

練や研修、会議の開催等により、災害時の保健医療福祉活動に係る関

係者間の連携体制の構築や共通認識の醸成に努めます。 

[健康医療局、福祉子どもみらい局] 

 

 

第１０節 文教対策 

【課題】 

○ 災害時における児童・生徒の学びの継続のため、災害により教職員が

被災者となった場合に備え、災害時の教職員の確保を図る必要があり

ます。 

応援体制の整備や実践的な訓練等を通じて、災害時医療活動等の支援体

制の整備に努めます。 

 

○ 県は、医療施設の耐震化、病院災害対策マニュアル、業務継続計画の

整備、防災訓練の実施について、医療機関での取組を促進するため、継

続的に啓発指導を行います。 

（追加） 

 

 

 

 

【主な事業】 

 ２ 災害拠点病院の機能強化等 

○ 県は、災害拠点病院、災害協力病院、神奈川ＤＭＡＴ指定病院、神奈

川ＤＭＡＴ－Ｌ指定病院の機能強化等に向けて、国及び関係機関と調

整を進め、災害時医療救護体制の強化に取り組みます。 

［健康医療局］ 

 

 

３ 医療機関相互の連携強化 

○ 県は、ＥＭＩＳの円滑な運用に努めるとともに、操作等の研修・訓

練を定期的に行います。              [健康医療局] 

 （追加） 

 

 

 

 

 

第１０節 文教対策 

【課題】 

（追加） 
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【取組の方向】 

 ○ 県教育委員会及び市町村教育委員会は、学校の避難場所としての果

たすべき役割や学校教育活動との関係を明確にするとともに、教育施

設の被災に対応する防災資機材等の整備を行います。 

○ 児童・生徒の学びの継続のために、必要に応じて、被災地学び支援派

遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）を活用します。 

 

 

第１１節 緊急交通路及び緊急輸送道路等の確保対策 

【現状】 

○ 県では、発災後の復旧活動をはじめとする緊急輸送の拡大に対応す

るため、現地災害対策本部、広域防災活動拠点、市町村災害対策本部等

を有機的に連絡する 413 路線を緊急輸送道路として事前に指定すると

ともに、これらの路線を優先して橋りょうの耐震補強や斜面の土砂崩

落対策を進めています。 

○ 県及び道路管理者並びに県警察は、「緊急輸送道路管理マニュアル」

を策定し、地震災害後の道路啓開、復旧、緊急輸送の確保に係る手順を

整理しました。 

○ このため、道路管理者等は、災害対策基本法第 76 条の６第１項に

より、災害が発生した場合において、区間を指定して、緊急車両の通

行の妨げになる車両等を、道路外の場所へ移動すること等の措置を命

ずることがあります。 

〇 国は、平成 30 年３月の道路法改正において、物流上重要な道路輸

送網を「重要物流道路」として指定し、災害時の道路啓開・災害復旧を

国が代行する制度を創設しました。また、令和 7 年 4 月の道路法等の改

正において、大規模な災害が発生した場合に緊急輸送の確保を図るた

め、第 28 条の２第１項に基づく協議会における協議を経て、道路啓開計

画を定めることや、災害時における代行制度の拡充などが規定されまし

た。 

 

【課題】 

○ 災害時には、陸路からの輸送に加え、船舶による海上からの輸送が行

 

【取組の方向】 

 ○ 県教育委員会及び市町村教育委員会は、学校の避難場所としての果た

すべき役割や学校教育活動との関係を明確にするとともに、教育施設の

被災に対応する防災資機材等の整備を行います。 

（追加） 

 

 

 

第１１節 緊急交通路及び緊急輸送道路等の確保対策 

【現状】 

○ 県では、発災後の復旧活動をはじめとする緊急輸送の拡大に対応する

ため、現地災害対策本部、 広域防災活動拠点、市町村災害対策本部等

を有機的に連絡する 394 路線を緊急輸送道路として事前 に指定すると

ともに、これらの路線を優先して橋りょうの耐震補強を進めています。 

 

 ○ 県及び道路管理者並びに県警察は、「緊急輸送道路管理マニュアル」を

策定し、地震災害後の復旧、緊急輸送の確保に係る手順を整理しました。 

 

 ○ このため、道路管理者等は、災害対策基本法第 76 条の６第１項によ

り、災害が発生した場合において、緊急車両通行の妨げになる車両等を、

区間を指定して道路外の場所へ移動すること等の措 置を命ずることに

なります。 

〇 国は、平成 30年３月の道路法改正において、物流上重要な道路輸送網

を「重要物流道路」として指定し、国際海上コンテナ車（40ft 背高）の

特車通行許可を不要とする措置の導入や災害時の道路啓開・災害復旧を

国が代行する制度を創設しました。 

 

 

 

【課題】 

○ 船舶による海上からの大量輸送は重要になりますが、岸壁など港湾施

設の十分な耐震性の確保が 課題となります。 
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えるよう、岸壁など港湾施設の十分な耐震性の確保が課題となります。 

【主な事業】 

 １ 緊急輸送道路等の耐震化及び復旧体制の整備 

  ○ 県、市町村及び道路管理者は、橋りょうの耐震補強や斜面の土砂

崩落対策、無電柱化を進めるとともに、橋りょう、トンネル等の重

要構造物の安全点検を進めています。さらに、被災した場合を想定

し、応急復旧のための資機材について事前の備蓄や整備を行いま

す。                      [県土整備局] 

 

３ 発災前の緊急通行（輸送）車両の確認申出 

  ○ 県及び県警察は、緊急交通路における緊急通行（輸送）車両の発

災前の確認申出手続の推進を図り、当該車両が災害時に円滑に運行

できるよう、平常時から緊急通行（輸送）車両確認制度の活用に努

めます。            [くらし安全防災局、警察本部] 

 

５ 港湾の整備及び復旧体制の整備 

○ 港湾管理者は、発災後の緊急輸送及び地域産業の速やかな復旧・

復興を図るため、行政等の関連機関や建設業者等と連携のもと、災

害時の港湾機能の維持・継続のための対策を検討します。 

 

６ 輸送活動に関する関係機関相互の情報共有化 

○ 県、県警察及び道路管理者は、緊急性の高い輸送対象、道路啓開の優

先度の高い路線等について、関係者間で情報の共有化を図ります。 

   また、緊急輸送道路の機能の確保に向け、消防、自衛隊、警備業協

会との適切な連携を進めます。 

[くらし安全防災局、県土整備局、警察本部] 

 

 

資 料 

    ３－11－(１) 緊急通行車両等の確認等に係る事務手続要領 

 

 

 

 

【主な事業】 

 １ 緊急輸送道路等の耐震化及び復旧体制の整備 

○ 県、市町村及び道路管理者は、橋りょうの耐震性のさらなる向上を

図るとともに、一般道と高速道や鉄道の立体交差地点、トンネル等の

重要構造物の安全点検を進めていますが、あわせて、被災した場合を

想定し、応急復旧のための資機材について事前の備蓄や整備を行いま

す。                       [県土整備局] 

 

３ 緊急通行（輸送）車両の事前届出 

○ 県及び県警察は、緊急交通路における緊急通行（輸送）車両の事前

届出手続きの推進を図り、当該車両が災害時に円滑に運行できるよう、

平常時から緊急通行（輸送）車両事前届出制度の活 用に努めます。 

[くらし安全防災局、警察本部] 

 

５ 港湾の整備及び復旧体制の整備 

○ 港湾管理者は、発災後の緊急輸送及び地域産業の速やかな復旧・復

興を図るため、耐震強化岸壁の整備に努めるとともに、関係機関と連

携のもと、災害時の港湾機能の維持・継続のための対策を 検討します。 

 

６ 輸送活動に関する関係機関相互の情報共有化 

○ 県、県警察及び道路管理者は、緊急性の高い輸送対象、道路啓開の

優先度の高い路線等について、関係者間で情報の共有化を図ります。 

また、緊急輸送道路の機能の確保に向けた整備を図るほか、消防、自

衛隊、警備業協会との適切な連携を進めます。 

[くらし安全防災局、県土整備局、警察本部] 

 

 

資 料 

    ３－11－(１)  緊急通行車両等の事前届出、確認手続等取扱要領 
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第１２節 建築物等対策（危険度判定、応急修理） 

【現状】 

○ 災害により住宅が半壊又は半焼等し、自らの資力では応急修理をす

ることができない被災世帯等について、居室、炊事場、トイレ等の日常

生活に必要最小限度の部分に対する応急修理を行うこととしており、

実際に行う場合を想定しマニュアルを整備しました。 

 
 

第１３節 ライフラインの応急復旧対策 

【現状】 

○ 通信サービスは、ＮＴＴ東日本においては、停電時に備え、非常用

発電機と蓄電池を配備するとともに、移動電源車、移動無線車等の配

備を行います。ＮＴＴドコモビジネスにおいては、停電時に備え、非

常用発電機と蓄電池を配備するとともに、移動電源車等の配備を行い

ます。 

 

【取組の方向】 

〇 水道事業者及び下水道管理者は、発災後に迅速に復旧できるよう、上

下水道システムの基幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ

定めておくなど、上下水道一体となった対応に努めます。さらに、宅内

配管についても迅速に復旧できるよう、あらかじめ体制の構築に努め

ます。 

○ 電線管理者は、電柱・電線の除去作業を直接行う必要があるため、道

路管理者と電線管理者で協定を結ぶ等により、あらかじめ作業の流れ

や役割分担を決めておきます。 

 

【主な事業】 

３ 電気対策 

○ 電気事業者は、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、各事

業者において、被災地域の県民に復旧状況や安全確認についての広

報を徹底するとともに、各事業者間や災害対策本部などとの相互の

情報連絡体制を整備し、連携を図りながら復旧するよう対策を進め

 

第１２節 建築物等対策（危険度判定、応急修理） 

【現状】 

○ 災害により住宅が半壊又は半焼し、自らの資力では応急修理をするこ

とができない被災世帯について、居室、炊事場、トイレ等の日常生活に

必要最小限度の部分に対する応急修理を行うこととしており、実際に行

う場合を想定しマニュアルを整備しました。 

 

 

第１３節 ライフラインの応急復旧対策 

【現状】 

○ 通信サービスは、ＮＴＴ東日本においては、停電時に備え、非常用発

電機と蓄電池を配備すると ともに、移動電源車、移動無線車等の配備

を行います。ＮＴＴコミュニケーションズにおいては、 停電時に備

え、非常用発電機と蓄電池を配備するとともに、移動電源車等の配備を

行います。 

 

【取組の方向】 

（追加） 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

【主な事業】 

３ 電気及びガス対策 

○ 電気及びガス事業者は、復旧過程での二次災害の発生を防止するた

め、各事業者において、被 災地域の県民に復旧状況や安全確認につ

いての広報を徹底するとともに、各事業者間や災害対策 本部などと

の相互の情報連絡体制を整備し、連携を図りながら復旧するよう対策
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ます。 

４ ガス対策 

  〇 ガス事業者は、復旧過程での二次災害の発生を防止するため、各

事業者において、被災地域の県民に復旧状況や安全確認についての

広報を徹底するとともに、各事業者間や災害対策本部などとの相互

の情報連絡体制を整備し、連携を図りながら復旧するよう対策を進

めます。 

 

５ 通信サービス対策 

○ ＮＴＴ東日本は、避難場所に、被災者が利用する災害時用公衆電話

（特設公衆電話）の設置に努めます。また、ＮＴＴドコモは、避難場所、

現地災害対策本部機関等への携帯電話の貸し出しに努めます。 

通信設備を収容するＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモビジネス及びＮＴ

Ｔドコモのビルは、震度７クラスの地震にも耐えるよう設計されてお

り、また通信ネットワークの信頼性向上のため、伝送路のループ化・多

ルート化、交換機の複数分散設置、有線伝送路のとう道への収容等の対

策を行っています。また、停電時には予備の蓄電池が作動し、その後非

常用発電機や移動電源車によりバックアップを行います。（略） 

 
 

第１４節 災害廃棄物等の処理対策 

【現状】 

○ 県では、市町村が災害廃棄物を適正かつ迅速に処理するために必要

な県の役割等を定めた「神奈川県災害廃棄物処理計画」及び発災後の具

体的な業務内容を定めた「神奈川県災害廃棄物処理業務マニュアル」を

策定し、災害廃棄物対策を推進します。 

 
 

【課題】 

○ 災害廃棄物は一般廃棄物であることから、原則として市町村が処理

を行います。県内全ての市町村で、その基本となる災害廃棄物処理計画

を策定していますが、処理計画の実効性を確保するためには継続的な

見直しを図る必要があります。 

を進めます。 

（追加） 

 （追加） 

 

 

 

 

 

４ 通信サービス対策  

○ ＮＴＴ東日本は、避難場所に、被災者が利用する災害時用公衆電話

（特設公衆電話）の設置に努めます。また、ＮＴＴドコモは、避難場

所、現地災害対策本部機関等への携帯電話の貸し出しに努めます。  

通信設備を収容するＮＴＴ東日本、ＮＴＴコミュニケーションズ及

びＮＴＴドコモのビルは、震度７クラスの地震にも耐えるよう設計さ

れており、また通信ネットワークの信頼性向上のため、伝送路のルー

プ化・多ルート化、交換機の複数分散設置、有線伝送路のとう道への

収容等の対策を行っています。また、停電時には予備の蓄電池が作動

し、その後非常用発電機や移動電源車によりバックアップを行いま

す。 

 

第１４節 災害廃棄物等の処理対策 

【現状】  

○ 県では、災害廃棄物対策を推進するため、市町村が災害廃棄物を適正

かつ迅速に処理するために必要な県の役割等を定めた「神奈川県災害廃

棄物処理計画」及び発災後の具体的な業務内容を定めた「神奈川県災害

廃棄物処理業務マニュアル」を平成 29年３月にそれぞれ策定しまし

た。 

 

【課題】 

○ 災害廃棄物は一般廃棄物であることから、原則として市町村が処理を

行いますが、一部の市町村では、その基本となる災害廃棄物等処理計画

が未策定です。また、処理計画の実効性を確保するためには策定済の自

治体においても継続的な見直しを図る必要があります。 
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【取組の方向】 

○ 市町村は、災害廃棄物等の処理に係る基本方針や実施体制を定めた

災害廃棄物処理計画の継続的な見直しを行うことなどにより、災害時

に災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するための体制整備に努めます。 

 

【主な事業】 

２  市町村等に対する技術的支援 

○  県は、市町村の災害廃棄物処理計画の見直しや仮置場候補地の選

定等についての支援を行います。         [環境農政局] 

 

３ 職員の教育訓練 

○ 県は、市町村及び民間事業者団体等と連携して、災害廃棄物処理に

係る訓練等を実施します。            [環境農政局] 

 
 

第１５節 広域応援体制等の拡充 

【現状】 

 ○ 県は、災害時における人的、物的資源を確保するため、日頃から自衛

隊、海上保安庁との連携、近隣自治体との相互応援に関する協定の締結

及び訓練の実施、建設業協会等民間関係機関との業務協定の締結、緊急

通行車両であることの確認、医薬品、食料、生活必需物資等の調達に関

する関係機関との協定締結等を実施しています。 

 ○（略） 

また、地域の救援等の前線基地として、県内８箇所に応急活動用資

機材等を整備した広域防災活動拠点を設置するとともに、市町村にお

いては、広域応援部隊が被災地近くで円滑に救助、救出活動を進めら

れるよう、県内 169 箇所（令和７年３月１日現在）の県立高等学校等

を広域応援活動拠点に指定しています。 

 

【主な事業】 

１ 広域応援の受入体制等の強化 

○ 県は、保健医療福祉調整本部において迅速、的確に災害拠点病院等

 

【取組の方向】 

○ 市町村は、災害廃棄物等の処理に係る基本方針や実施体制を定めた災

害廃棄物処理計画を策定することなどにより、災害時に災害廃棄物を円

滑かつ迅速に処理するための体制整備に努めます。 

 

【主な事業】 

２  市町村等に対する技術的支援 

  ○ 市町村は、災害廃棄物処理計画の策定・見直しを行うとともに、仮

置場候補地の確保に努めます。 

 

３ 職員の教育訓練 

  ○  県は、市町村及び民間事業者団体等と連携して、情報伝達訓練や図

上訓練を実施します。               [環境農政局] 

 

 
第１５節 広域応援体制等の拡充 

【現状】  

○ 県は、災害時における人的、物的資源を確保するため、日頃から自衛

隊、海上保安庁との連携、近隣自治体との相互応援に関する協定の締結

及び訓練の実施、建設業協会等民間関係機関との業務協定の締結、緊急

通行車両の事前届出の推進、医薬品、食料、生活必需物資等の調達に関

する関係機関との協定締結等を実施しています。 

○（略） 

  また、地域の救援等の前線基地として、県内８箇所に応急活動用資機

材等を整備した広域防災活動拠点を設置するとともに、市町村において

は、広域応援部隊が被災地近くで円滑に救助、救出活動を進められるよ

う、県内 153箇所（令和２年３月１日現在）の県立高等学校等を広域応

援活動拠点に指定しています。 

 

【主な事業】 

１ 広域応援の受入体制等の強化 

  ○ 県は、保健医療調整本部において迅速、的確に災害拠点病院等の救
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の救護班及び神奈川ＤＭＡＴ、神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ、かながわＤＰＡ

Ｔ、災害支援ナースの派遣、活動の調整、全国から災害派遣医療チー

ム（ＤＭＡＴ）をはじめとする医療チームによる応援を迅速に受け入

れることができるような体制を整備していきます。 [健康医療局] 

〇 県が被災した場合は、避難所等の高齢者、障害者等の多様なニー

ズへの対応のため、保健医療福祉調整本部において、必要に応じ

て、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を避難所の避難者、在宅避難

者や車中泊避難者等のもとへ派遣するとともに、全国からの応援Ｄ

ＷＡＴ等の受入れができるような体制を整備していきます。 

[福祉子どもみらい局] 
 

 

第１６節 県民の自主防災活動の拡充強化 

【主な事業】 

２ 自主防災組織の育成 

  ○ 県は、自主防災組織の育成、強化を図るため、自主防災組織育成

基本方針に沿って県総合防災センターの研修課程を充実し、市町村

と共にリーダー研修に努めるとともに、かながわ版ディザスターシ

ティの活用を促進します。また、自主防災組織への女性の参加の促

進に努めるとともに、女性リーダーの育成に努めます。 

 [くらし安全防災局] 

 

３ 消防団の機能強化 

〇 県は、国の消防団協力事業所表示制度について、県内認定事業所

を県のホームページで紹介するほか、県においても独自の消防団協

力事業所表示制度を創設し、認定事業者に対する入札優遇制度の運

用などを通じ、事業所の消防団活動への理解促進に努めます。 

[くらし安全防災局] 

○ 県は、消防団によるかながわ版ディザスターシティの活用を促進

します。                 [くらし安全防災局] 

 

 

 

護班及び神奈川ＤＭＡＴ、 神奈川ＤＭＡＴ－Ｌ、かながわＤＰＡＴ

の派遣、活動の調整、全国から災害派遣医療チーム（Ｄ ＭＡＴ）を

はじめとする医療チームによる応援を迅速に受け入れることができる

ような体制を整備していきます。          [健康医療局] 

  〇県は、迅速、的確に指定避難所における神奈川ＤＷＡＴ等の派遣、活

動の調整、全国からの応援ＤＷＡＴ等の受入れができるような体制を

整備していきます。             [福祉子どもみらい局] 

 

 

 

 

第１６節 県民の自主防災活動の拡充強化 

【主な事業】 

２ 自主防災組織の育成 

  ○ 県は、自主防災組織の育成、強化を図るため、自主防災組織育成基

本方針に沿って県総合防災 センターの研修課程を充実し、市町村と

共にリーダー研修に努めます。また、自主防災組織への 女性の参加

の促進に努めるとともに、女性リーダーの育成に努めます。 

 [くらし安全防災局] 

 

 

 

３ 消防団の機能強化 

  〇 県は、国の消防団協力事業所表示制度について、県内認定事業所を

県のホームページで紹介 するなど、事業所の消防団活動への理解促

進に努めます。               [くらし安全防災局] 

 

  （追加） 
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第１７節 災害救援ボランティア活動の充実強化 

【取組の方向】 

○ 県及び市町村は、ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボ

ランティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の実施、災害

時における災害救援ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、災

害救援ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニー

ズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための

意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進

するものとします。 

○ 県及び市町村は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災

家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築

し、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方

法等に係る広報・周知を進めることで、災害救援ボランティア活動の環

境整備に努めます。 

○ 県及び市町村は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字

社、社会福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、災害中間支

援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を

含めた連携体制の構築を図り、災害時においてボランティア活動が円

滑に行われるよう、その活動環境の整備を図ります。  

○ 県は、災害中間支援組織等と連携し、情報共有会議の開催や訓練・研

修等を通じて、災害時における官民連携体制の強化を図ります。 

○ 県は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、県域に

おいて活動を行う災害中間支援組織の育成・機能強化に努めるととも

に、当該災害中間支援組織や県域において災害ボランティアセンター

の運営を支援する者（県社会福祉協議会等）との役割分担等をあらか

じめ定めるよう努めます。 

 

【主な事業】 

１ 災害救援ボランティア受入体制の整備 

○ 県は、社会福祉協議会、災害中間支援組織、ＮＰＯ、ボランティ

ア等と連携し、平常時より、災害時の各関係機関の連携体制の構築

に係る訓練等を開催することで、災害救援ボランティア受入体制の

 

第１７節 災害救援ボランティア活動の充実強化 

【取組の方向】 

 ○ 県及び市町村は、ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボ

ランティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修や訓練の制度、災害

時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボラ

ンティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報

提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見交換を行

う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとし

ます。 

 ○ 県及び市町村は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家

屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築し、

地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等

に係る広報・周知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に

努めます。 

（追加） 

 

 

 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

【主な事業】 

１ 災害救援ボランティア受入体制の整備 

（追加） 

 

 



46 

46 

修  正  内  容 現  行  計  画 

整備を図ります。             [政策局ほか関係局] 
 

２ ネットワークづくりの推進 

○ 県は、社会福祉協議会、災害中間支援組織、ＮＰＯ等と連携し、県

内外の多様な支援機関が災害時に最大限の力を各々発揮し、被災者

の多様なニーズに沿った「もれ・むら」のない効果的な支援活動を実

現することを目的とした「神奈川県被災者支援機関連絡会議」を定期

的に開催し、各支援機関相互の情報共有及び多様な主体の役割等の

検討を行うことで、平常時から官民連携体制の構築及び各支援機関

間の連携の強化に努めます。        [政策局ほか関係局] 

○ 県は、災害中間支援組織と連携し、調査等を行うことで、災害時に

被災者支援活動に参画する民間支援団体の発掘や協力体制の構築に

努めます。                [政策局ほか関係局] 

○ 県は、災害中間支援組織やＮＰＯ等と連携し、災害ボランティアの

コーディネーションに関する事例や知見について他自治体や他団体

と共有することで、県内の災害中間支援組織の育成・機能強化に努め

ます。                  [政策局ほか関係局] 
 

３ 人材の育成と活用 

○ 県は、災害中間支援組織と連携し、災害時を見据えた平常時から

の連携体制の構築を進めるため、県内自治体等を対象とした災害時

の連絡体制構築等に係る研修会等を実施し、多様な支援機関による

連携の強化と体制整備に努めます。また、各種取組の情報の発信を

行うことで、活動内容の普及啓発に努めます。[政策局ほか関係局] 

 

 

第１８節 防災知識の普及 

【主な事業】 

２ 県民等への防災知識の普及 

(1) 県民への防災知識の普及 

○ 県は、地震防災チェックシート、かながわけんみん防災カード、

かながわキッズ防災カード、「神奈川防災（地震編、子ども編）」

のほか、「かながわ防災パーソナルサポート」、「私の被害想定」、

 

 

２ ネットワークづくりの推進 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

 

 

３ 人材の育成と活用 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

第１８節 防災知識の普及 

【主な事業】 

２ 県民等への防災知識の普及 

(1) 県民への防災知識の普及 

○ 県は、地震防災チェックシート、かながわけんみん防災カード、

かながわキッズ防災カードなどを活用し、県民の自助と共助の意識

の向上を図ります。また、かながわシェイクアウトを 通じて、地震
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各種動画などを活用し、県民の自助と共助の意識の向上を図りま

す。                  [くらし安全防災局] 

〇 県は、県民の防災意識の向上を図るため、県の広報番組などに

おいて防災学習の機会を確保するとともに、要配慮者等への十分

な配慮や、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分

配慮するよう各種広報紙や研修会等を通じて情報提供し、防災知

識の普及を図ります。 

[くらし安全防災局、福祉子どもみらい局、健康医療局] 

○ 大地震と風水害による複合災害のリスクに関する普及啓発と注

意喚起を強化します。          [くらし安全防災局] 

 

 

第１９節 防災訓練の実施 

【課題】 

 ○ 様々な災害や地域の特性を想定した多様で実践的な訓練を実施し、

県民、地域の主体的参加を求めるとともに、県、市町村、防災関係機関、

事業所、地域住民、障害者や外国人などの要配慮者、要配慮者を支援す

る者、ＮＰＯ・ボランティア等の連携による防災力の向上を図る必要が

あります。 

 ○ 高齢者、障害者、外国人等の要配慮者などに配慮した防災訓練を実施

し、災害時における高齢者、障害者、外国人等の要配慮者などの安全が

確保される体制づくりが必要です。 

 

【取組の方向】 

 ○ 県及び市町村は、地域防災計画の習熟や、近隣都県、市町村間、防災

関係機関との連携強化及び情報の共有化、さらには企業、県民の防災意

識の向上等を図るため、大規模地震発生時を想定した防災訓練を実施

します。また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備

え、障害者や外国人などの要配慮者等や感染症対策に配慮した避難所

開設・運営訓練を実施します。 

 

 

 

 

発生時の安全確保行動の習得の徹底を図ります。 

[くらし安全防災局] 

〇 県は、県民の防災意識の向上を図るため、県の広報番組などにお

いて防災学習の機会を確保するとともに、要配慮者等への十分な配

慮や、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮す

るよう各種広報紙や研修会等を通じて情報提供し、防災知識の普及

を図ります。 

[くらし安全防災局、福祉子どもみらい局、健康医療局] 

（追加） 

 

 

 
第１９節 防災訓練の実施 

【課題】 

○ 様々な災害や地域の特性を想定した多様で実践的な訓練を実施し、

県民、地域の主体的参加を求めるとともに、県、市町村、防災関係機

関、事業所、地域住民、ＮＰＯ・ボランティア等の連携による防災力

の向上を図る必要があります。  

○ 高齢者、障害者等に配慮した防災訓練を実施し、災害時における高

齢者、障害者等の安全が確保される体制づくりが必要です。 

 

 

【取組の方向】 

○ 県及び市町村は、地域防災計画の習熟や、近隣都県、市町村間、防

災関係機関との連携強化及び情報の共有化、さらには企業、県民の防

災意識の向上等を図るため、大規模地震発生時を想定した防災訓練を

実施します。また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応

に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を実施します。 
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第２０節 災害救助実施体制の充実 

【現状】 

〔災害救助事務の委任に関する事前の取決め〕 

救助の内容 実施機関 

１ 避難所の設置 市町村 

２ 応急仮設住宅の供与 県・市町村 

３ 炊き出しその他による食品の供与 市町村 

４ 飲料水の供給 市町村 

５ 被服、寝具その生活必需品の供与、

貸与 
市町村 

６ 医療、助産 県・市町村 

７ 被災者の救出 市町村 

８ 福祉サービスの提供 県・市町村 

９ 被災した住宅の応急修理 市町村 

10 学用品の供与 市町村 

11 埋葬 市町村 

12 死体の捜索 市町村 

13 障害物の除去 市町村 

※上記を基本に、災害の規模・態様及び地域の特性等により、委任する事務の範囲を調整する。  

 

 

 

 

 

 

 

 
第２０節 災害救助実施体制の充実 

【現状】 

〔災害救助事務の委任に関する事前の取決め〕 

救助の内容 実施機関 

１ 避難所の設置 市町村 

２ 応急仮設住宅の供与 県・市町村 

３ 炊き出しその他による食品の供与 市町村 

４ 飲料水の供給 市町村 

５ 被服、寝具その生活必需品の供与、

貸与 
市町村 

６ 医療、助産 県・市町村 

７ 被災者の救出 市町村 

８ 被災した住宅の応急修理 市町村 

９ 学用品の供与 市町村 

10 埋葬 市町村 

11 死体の捜索 市町村 

12 障害物の除去 市町村 

※上記を基本に、災害の規模・態様及び地域の特性等により、委任する事務の範囲を調整する。  
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第４章 災害時の応急活動対策 

第１節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震度・地殻歪観測施設 
 

 

○ 県防災行政通信網の運用 

２ 県防災行政通信網の運用 

    県防災行政通信網の運用は、「神奈川県防災行政通信網保守運用管

理要綱」や「神奈川県防災行政通信網保守運用管理要領」により行い

ますが、通信の種類と手段は次のとおりです。 

 

３ 地震発生直後の被害情報の収集・連絡 

(13) 県は、民間ヘリコプターのチャーター機により、発災後における上

空からの概括的被害状況の確認を行います。 

 (14) 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや高所監視カメラ、

 
第４章 災害時の応急活動対策 

第１節 災害時情報の収集・伝達と災害対策本部等の設置 

 

 

 
 

震度・地殻歪観測施設 

 
 

○ 県防災行政通信網の運用 

２ 県防災行政通信網の運用 

    県防災行政通信網の運用は、「神奈川県防災行政通信網保守運用管理

要綱」や「神奈川県防災行政通信網保守運用管理要綱」により行いま

すが、通信の種類と手段は次のとおりです。 

 

３ 地震発生直後の被害情報の収集・連絡 

 （追加） 
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消防庁映像共有システム等の映像情報の提供を受け、被害情報を共

有します。 

(15) 県は、収集した地震発生直後の情報を消防庁に報告するとともに 

(16) 市町村は、応急対策の活動状況、災害対策本部設置状況等を 

(17) 県及び公共機関は、必要に応じて指定行政機関を通じて 

 

４ 災害対策本部及び現地災害対策本部等の設置 

○ 災害対策本部等設置基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2) 現地災害対策本部等の設置 

(ｲ) 県は、災害対策本部を設置したときは、市町村の行う保健医療活動の

総合調整と市町村の能力を超えた場合の応援、補完を行うため、庁内

に保健医療福祉調整本部を設置するとともに、災害救援ボランティア

活動への支援を行うため、かながわ県民活動サポートセンターに県災

害救援ボランティア支援センターを設置します。 

(13) 県は、横浜市及び川崎市のヘリコプターテレビや高所監視カメラ等の

映像情報の提供を受け、被 害情報を共有します。 

 

 (14) 県は、収集した地震発生直後の情報を消防庁に報告するとともに 

 (15) 市町村は、応急対策の活動状況、災害対策本部設置状況等を 

(16) 県及び公共機関は、必要に応じて指定行政機関を通じて 

 

４ 災害対策本部及び現地災害対策本部等の設置 

○ 災害対策本部等設置基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 現地災害対策本部等の設置 

(ｲ) 県は、災害対策本部を設置したときは、市町村の行う医療救護活動の

総合調整と市町村の能力を超えた場合の応援、補完を行うため、庁内に

保健医療調整本部を設置するとともに、災害救援ボランティア活動への

支援を行うため、かながわ県民活動サポートセンターに県災害救援ボラ
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修  正  内  容 現  行  計  画 

５ 災害広報の実施 

(1) 県の広報 

  イ 広報の方法 

(ｳ) 一般広報 

ｇ 「かながわ防災パーソナルサポート」等のＳＮＳ等を活用した 

広報 

    ｈ ファクシミリ、上記以外のインターネット等による広報 

 

７ 通信手段の確保 

(1) 災害時の通信連絡 

  イ 県は、災害時の県防災行政通信網の障害等に対応するため、衛星通

信を利用した迂回ルートの確保等により、通信の運用に支障のない

よう努めます。 

エ 県は、衛星通信機器の活用により、防災拠点において、通信断絶時

でも情報の受伝達を可能とします。 

 

 

資 料 

４－１－(19) 災害時における相互協力に関する協定（エフエム） 
 

 

第２節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

２ 医療救護活動 

 (1) 医療機関による医療救護活動 

  ア 県は、神奈川県災害時保健医療救護計画に基づき、保健医療福祉調

整本部を設置し、災害医療コーディネーターや災害時小児周産期リ

エゾンから適宜助言・支援を受けながら、医療機関等の協力を得て医

療救護活動を行います。 

  オ 県は、原則として、被災市町村等からの要請に基づき、災害支援ナ

ース協定締結施設に対して災害支援ナースの派遣を要請します。 

  カ 県では、原則として被災市町村等からの要請に基づき、その構成員

の主体である協定先である福祉関係団体に神奈川ＤＷＡＴの派遣を

要請します。 

ンティア支援センターを設置します。 

５ 災害広報の実施 

(1) 県の広報 

  イ 広報の方法 

(ｳ) 一般広報 

    （追加） 

 

    ｇ ファクシミリ、上記以外のインターネット等による広報 

 

７ 通信手段の確保 

(1) 災害時の通信連絡 

イ 県は、災害時の県防災行政通信網の輻輳に対応するため、通信制限

の措置を行う等により通信の運用に支障のないよう努めます。 

 

（追加） 

 

 

 

資 料 

（追加） 

 

 
第２節 救助・救急、消火及び医療救護活動 

２ 医療救護活動 

 (1) 医療機関による医療救護活動 

ア 県は、神奈川県保健医療救護計画に基づき、保健医療調整本部を設

置し、災害医療コーディネーターや災害時小児周産期リエゾンから適

宜助言・支援を受けながら、医療機関等の協力を得て医療救護活動を

行います。 

（追加） 

  オ 県では、原則として被災市町村の要請等に基づき、その構成員の主

体である協定先である福祉関係団体に神奈川ＤＷＡＴの派遣を要請し

ます。 
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  キ 県及び市町村は、水道施設が被災した場合、医療機関には 

  ク 県は、被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報を 

  ケ 県及び市町村は、救急患者の搬送に際し、必要に応じ 

  コ 県は、国(自衛隊等)、隣接都県等と連携協力しながら、 

  サ 被災医療機関は、医療施設、医療設備の応急復旧を実施し、 

  シ 県及び市町村は、傷病者の搬送拠点におけるトリアージ及び 

○ 医療救護活動体制 

 １ 医療救護活動 

  (1) 県 

   ア 県は、地震発生後、気象庁や震度情報ネットワークシステム等か

ら得られた地震に関する情報により被災地を推定するとともに、医

療救護活動の必要性を迅速に判断し、保健医療福祉調整本部を設置

します。 

エ 県は、被災市町村等からの要請に基づき、災害支援ナースを派

遣するとともに、必要に応じて関係機関等に協力を要請します。 

   オ 救護班の業務内容 

   カ 県は、災害後、被災地及び被災地周辺の病院、 

  (3) 指定地方行政機関等 

   オ かながわＤＰＡＴ登録医療機関等 

(ｱ) かながわＤＰＡＴ登録医療機関等は、県の要請に基づき、かな

がわＤＰＡＴを派遣してＤＰＡＴ活動を行います。 

(ｲ) かながわＤＰＡＴの業務内容は、かながわＤＰＡＴ運営要綱、

かながわＤＰＡＴ活動要綱によるものとします。 

カ 災害支援ナース協定締結施設 

(ｱ) 災害支援ナース協定締結施設は、県の要請に基づき、災害支援

ナースを派遣して看護活動を行います。 

(ｲ) 災害支援ナースの業務内容は、災害支援ナース活動要領による

ものとします。 

キ 日本赤十字社神奈川県支部 

ク 神奈川県医師会、神奈川県病院協会、神奈川県歯科医師会 

ケ 神奈川県薬剤師会 

コ 神奈川県看護協会 

 

  カ 県及び市町村は、水道施設が被災した場合、医療機関には 

  キ 県は、被災地の医療機関の応援要請情報や支援情報を 

  ク 県及び市町村は、救急患者の搬送に際し、必要に応じ 

  ケ 県は、国(自衛隊等)、隣接都県等と連携協力しながら、 

  コ 被災医療機関は、医療施設、医療設備の応急復旧を実施し、 

  サ 県及び市町村は、傷病者の搬送拠点におけるトリアージ及び 

○ 医療救護活動体制 

  １ 医療救護活動 

   (1) 県 

    ア 県は、地震発生後、気象庁や震度情報ネットワークシステム等

から得られた地震に関する情報により被災地を推定するととも

に、医療救護活動の必要性を迅速に判断し、保健医療調整本部を

設置します。 

（追加） 

 

 

    エ 救護班の業務内容 

    オ 県は、災害後、被災地及び被災地周辺の病院、 

   (3) 指定地方行政機関等 

    （追加） 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

オ 日本赤十字社神奈川県支部 

カ 神奈川県医師会、神奈川県病院協会、神奈川県歯科医師会 

キ 神奈川県薬剤師会 

ク 神奈川県看護協会 
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サ 神奈川県栄養士会 

  神奈川県栄養士会は、県又は市町村から医療救護活動に必要な

栄養・食生活支援の協力要請があった場合には、日本栄養士会災

害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）の派遣に協力し、栄養士チームの

一員として、栄養・食生活支援活動の実施に努めます。 

 

 ２ 医薬品等の確保 

(2) 県 
 

 

 

医薬品等調達系統図の削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

２ 医薬品等の確保 

(2) 県 
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３ 血液製剤の確保 
 

 

 

 

 

血液製剤確保の体制図を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 避難対策 

９ 応急仮設住宅等 

(7) 住宅の応急修理 

   災害救助法が適用されたときは、「神奈川県住宅の応急修理・障害物

の除去マニュアル」に基づき、県は市町村と密接な連携をとり、自らの

資力では住宅の応急修理ができない者等に対し、居室、炊事場、トイレ

等の日常生活に必要最小限度の部分について応急修理を行います。 

 

 

資 料 

４－３－(２) 災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に 

関する協定書 
 

 

 

 

３ 血液製剤の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第３節 避難対策 

９ 応急仮設住宅等 

(7) 住宅の応急修理 

災害救助法が適応されたときは、「神奈川県住宅の応急修理・障害物の

除去マニュアル」に基づき、県は市町村と密接な連携をとり、自らの資

力では住宅の応急修理ができない者に対し、居室、炊事場、トイレ等の

日常生活に必要最小限度の部分について応急修理を行います。 

 

 

資 料 

４－３－(２) 災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に 

関する協定書 
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第５節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

１ 飲料水及び生活用水の確保・供給 

 (3) 飲料水の供給活動 

ア 応急給水 

(ｲ) 県は、市町村の水道事業者の応急給水についての指示及び連絡調

整を行うとともに、応急給水用飲料水の衛生指導を行います。 

飲料水の確保が困難な場合は、必要に応じて、災害時、震災時の

相互応援に関する協定を締結している九都県市、関東地方知事会

若しくは国土交通省又は国の非常（緊急）災害対策本部等に支援等

を要請するとともに、自衛隊に給水等の要請を行います。 

これらの活動を実施するため、被害想定に基づき、あらかじめ不

足する物資等について事前に確認したうえで、関係機関相互間で

情報交換し、体制の整備に努めます。 

   (ｳ) 水道事業者（県営水道を除く）は、断水が発生した場合、速やか

に、断水状況を把握した上で応急給水計画を策定するとともに、応

急給水に必要な人員、給水車及び資機材を確保して、応急給水に努

めます。 

(ｴ) 県営水道は、断水が発生した場合、速やかに断水状況を把握した

上で県営水道給水区域内の市町と連携して、応急給水計画を策定

し、応急飲料水、必要な人員等確保に努め、災害用指定配水池にお

ける応急給水を支援するとともに、県営水道給水区域内の市町と

災害時の応急給水に関する訓練などを定期的に実施し、連携の強

化を図ります。 

また、給水区域内の市町からの要請に基づき、日本水道協会及び

協定締結事業者（他水道事業者等）に支援要請を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 飲料水、食料及び生活必需物資等の調達・供給活動 

１ 飲料水及び生活用水の確保・供給 

 (3) 飲料水の供給活動 

ア 応急給水 

(ｲ) 県は、市町村の水道事業者の応急給水についての指示及び連絡調整

を行うとともに、応急給水用飲料水の衛生指導を行います。 

飲料水の確保が困難な場合は、必要に応じて、災害時、震災時の

相互応援に関する協定を締結している九都県市、関東地方知事会若

しくは厚生労働省又は国の非常（緊急）災害対策本部等に支援等を

要請するとともに、自衛隊に給水等の要請を行います。 

これらの活動を実施するため、被害想定に基づき、あらかじめ不

足する物資等について事前に確認したうえで、関係機関相互間で情

報交換し、体制の整備に努めます。 

   （追加） 

 

 

(ｳ) 県営水道は、応急飲料水の確保に努め、災害用指定配水池における

応急給水を支援するとともに、県営水道給水区域内の市町と災害時

の応急給水に関する訓練などを定期的に実施し、連携の強化を図り

ます。 

また、給水区域内の市町からの要請に基づき、日本水道協会及び

協定締結事業者（他水道事業者等）に支援要請を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 生活必需物資等の調達・供給 
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３ 生活必需物資等の調達・供給 

〇 協定締結先一覧 

㈱高島屋横浜店 

㈱横浜岡田屋 

㈱さいか屋 

㈱そごう・西武そごう

横浜店 

㈱ダイエー 

㈱東急ストア 

㈱京急ストア 

ユニー㈱ 

㈱イトーヨーカ堂 

相鉄ローゼン㈱ 

 

DCM㈱ 

㈱田原屋 

イオンリテール㈱南関

東カンパニー 

(同)西友 

㈱小田原百貨店 

マックスバリュ東海㈱ 

 

富士シティオ㈱ 

ウエルシア薬局㈱ 

ヤオマサ㈱ 

㈱カインズ 

生活協同組合ユーコー

プ 

㈿横浜総合卸センター 

㈿横浜マーチャンダイ

ジングセンター 

㈿川崎卸センター 

小田原卸商業団地

(協) 

㈱セブン－イレブン・ジ

ャパン 

㈱ローソン 

㈱スリーエフ 

㈱ファミリーマート 

（令和７年４月１日現在） 

 

 

 

資 料 

４－５－(８) 生活必需物資の調達に関する協定書(例) 
 

 

第７節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

 (1) 被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施 

ウ その他 

    道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規

制や道路啓開等必要な措置について、県警察、交通機関への連絡を行

います。 

〇 協定締結先一覧 

㈱高島屋横浜店 

㈱横浜岡田屋 

㈱さいか屋 

㈱そごう・西武そごう

横浜店 

㈱ダイエー 

㈱東急ストア 

㈱京急ストア 

ユニー㈱関東営業部 

㈱イトーヨーカ堂 

相鉄ローゼン㈱ 

 

㈱ケーヨー 

㈱田原屋 

イオンリテール㈱南関

東カンパニー 

(同)西友 

㈱小田原百貨店 

マックスバリュ東海㈱ 

㈱ヨークマート 

富士シティオ㈱ 

ウエルシア薬局㈱ 

ヤオマサ㈱ 

㈱カインズ 

生活協同組合ユーコー

プ 

㈿横浜総合卸センター 

㈿横浜マーチャンダイ

ジングセンター 

 

㈿川崎卸センター 

小田原卸商業団地

(協) 

㈱ｾﾌﾞﾝ－ｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬ

ﾊﾟﾝ 

㈱ローソン 

㈱スリーエフ 

㈱ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 

（令和２年４月１日現在） 

 

資 料 

４－５－(８) 生活必需物資の調達に関する協定書(例) 

 

 
第７節 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

１ 交通の確保 

 (1) 被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施 

ウ その他 

    道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制

や応急啓開等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡

を行います。 

(3) 道路の応急復旧等 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

(3) 道路の応急復旧等 

イ 県 

    県は、災害協定業者等と衛星携帯電話等の活用による災害時の情

報収集体制を構築し、管理する道路について早急に被害状況を把握

するとともに、備蓄資機材を活用して、障害物の除去や応急復旧等を

行い、道路の機能確保に努めます。また、他の道路管理者の管理する

道路についても早急に被害状況を把握し、当該道路管理者と連携し

て道路ネットワークの機能確保に努めます。なお、農道、林道及び臨

港道路の管理者は、道路の機能確保に努めます。 

    さらに、県管理道路においても応援を必要とする時は、関係機関に

応援要請を行います。 

    具体的な復旧作業については、県土整備局の土木事務所ごとに、各

地区建設業団体等との間に締結した災害協定に基づき道路啓開や応

急復旧を実施します。 

    復旧状況等については、速やかに災害対策本部県土整備部指令班

に報告又は通報します。 

 

２  緊急輸送 

(1) 県の緊急輸送 

ウ 航空機(ヘリコプター)の確保 

(ｳ) 民間ヘリコプターのチャーター機の利用 

   (ｴ) 「災害時における航空機の協力要請に関する協定」に基づく 

 

４ 緊急通行車両の確認手続 

(2) 緊急通行車両の確認 

   災害対策基本法第76条第１項に規定する緊急通行車両であることの

確認並びに同法施行令第33条に規定する標章及び証明書の交付事務手

続きは、次によります。 

  ア 県の保有車両及び調達車両については、県知事（危機管理防災課、

各地域県政総合センター）が行い、確認車両台数等を県公安委員会に

通知します。 

 

 

イ 県 

県は、災害協定業者等と衛星携帯電話等の活用による災害時の情報

収集体制を強化し、管理する道路について早急に被害状況を把握する

とともに、備蓄資機材を活用して、障害物の除去や応急復旧等を行い、

道路の機能確保に努めます。また、他の道路管理者の管理する道路に

ついても早急に被害状況を把握し、当該道路管理者と連携して緊急輸

送道路の優先確保を行います。なお、農道、林道及び臨港道路の管理

者は、道路の機能確保に努めます。  

さらに、県管理道路においても応援を必要とする時は、関係機関に

応援要請を行います。  

具体的な復旧作業については、県土整備局の土木事務所ごとに、各

地区建設業団体等との間に締結した災害協定に基づき応急復旧を実施

します。  

復旧状況については、速やかに災害対策本部県土整備部指令班に報

告又は通報します。 

 

２  緊急輸送 

(1) 県の緊急輸送 

ウ 航空機(ヘリコプター)の確保 

 （追加） 

(ｳ) 「災害時における航空機の協力要請に関する協定」に基づく 

 

４ 緊急通行車両の確認手続 

(2) 緊急通行車両の確認 

災害対策基本法第 76 条第１項に規定する緊急通行車両であることの

確認並びに同法施行令第 33 条に規定する標章及び証明書の交付事務手

続きは、次によります。  

ア 県の保有車両及び調達車両については、県知事（災害対策課、各地

域県政総合センター）が行い、確認車両台数等を県公安委員会に通知

します。 

 

 

資 料 
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資 料 

４－７－(８) 緊急車両の調達又はあっ旋に関する覚書 

４－７－(８) 災害等における物資の輸送等に関する協定（一般社団 

法人神奈川県トラック協会） 

４－７－(９) 災害時における民間航空機の協力要請に関する協 

定書 

４－７－(10) 首都高速道路株式会社の特別巡回及び交通規制基 

準等 

４－７－(11) 大規模災害発生時等の交通規制計画等の改正につ 

いて 

４－７－(12) 陸上自衛隊航空機の能力基準 

４－７－(13) 陸上自衛隊施設機材関係の能力基準 

４－７－(14) 海上自衛隊艦艇・航空機の能力等 

４－７－(15) 第三管区海上保安本部所属船艇、航空機の輸送能 

力の基準 

４－７－(16) 一般社団法人神奈川県ﾄﾗｯｸ協会ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ別車両 

保有台数一覧表 

４－７－(17) 災害時等における石油類燃料供給に関する協定 

４－７－(18) 災害発生時における応急対策活動用資機材等のレ 

ンタルに関する協定 

４－７－(19) 災害時における災害応急対策業務及び建設資材調 

達に関する包括的協定書 

４－７－(20) 災害時における物資輸送等に関する協定書（ヤマ 

ト） 

４－７－(21) 災害時における物資輸送等に関する協定書（佐川） 

４－７－(22) 災害時における物資輸送等に関する協定書（日本 

通運） 

４－７－(23) 災害時における緊急輸送等に関する協定書（タク 

シー協会） 

４－７－(24) 災害時における緊急輸送等に関する協定書（バス 

協会） 

４－７－(25) 災害時における輸送車両提供に関する協定 

４－７－(26) 災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定 

４－７－(８) 緊急車両の調達又はあっ旋に関する覚書 

４－７－(９) 災害等における物資の輸送等に関する協定（一般社団 

法人神奈川県トラック協会） 

４－７－(10) 災害時における民間航空機の協力要請に関する協 

定書 

４－７－(11) 首都高速道路株式会社の特別巡回及び交通規制基 

準等 

４－７－(12) 大規模災害発生時等の交通規制計画等の改正につ 

いて 

４－７－(13) 陸上自衛隊航空機の能力基準 

４－７－(14) 陸上自衛隊施設機材関係の能力基準 

４－７－(15) 海上自衛隊艦艇・航空機の能力等 

４－７－(16) 第三管区海上保安本部所属船艇、航空機の輸送能 

力の基準 

４－７－(17) 一般社団法人神奈川県ﾄﾗｯｸ協会ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ別車両 

保有台数一覧表 

４－７－(18) 災害時等における石油類燃料供給に関する協定 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

（追加） 

（追加） 
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４－７－(27) 災害時の重要施設に係る情報共有に関する覚書 

（石油連盟） 
 

 

第９節 ライフラインの応急復旧活動 

１ 上水道施設（上水道事業者） 

(4) 被害状況調査及び水道の構造等を勘案した施設の巡視を速やかに実

施し、給水支障の全容を把握するとともに、送配水系統を考慮した復旧

計画を定めます。 

 

５  電話（通信）施設（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴドコモビジネス、ＮＴＴドコ

モ及びＫＤＤＩ㈱） 
 

 

資 料 

４－９－(８) ＮＴＴ東日本㈱の応急活動体制（地震災害） 

４－９－(９) 神奈川県企業庁と東部地域広域水道企業団との

災害時等の相互応援に関する協定書 
 

 

第１１節 被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関する活動 

 （略） 

  また、被災者の生活上の不安を解消するために、男女のニーズの違いや外

国人等にも配慮した総合的な相談活動を実施するとともに、被災者の生活

再建へ向けて、物価の安定、必要物資の適切な供給を図ります。 

 

１ 被災者等への情報提供 

(1) 災害対策本部及び現地災害対策本部 

ア 災害時、避難救援期、応急復旧期、復興期に対応して、被災者が必

要とする情報を十分把握し、被災者に次の情報等を、掲示板、広報紙、

インターネット、「かながわ防災パーソナルサポート」等のＳＮＳ等

によるほか、放送事業者、通信社、新聞社等の報道機関の協力を得て

的確に提供するよう努めます。 

 

 

 
第９節 ライフラインの応急復旧活動 

１ 上水道施設（上水道事業者） 

(4) 被害状況調査を速やかに実施し、給水支障の全容を把握するとともに、

送配水系統を考慮した復旧計画を定めます。 

 

 

５  電話（通信）施設（ＮＴＴ東日本、ＮＴＴコミュニケーションズ、ＮＴ

Ｔドコモ及びＫＤＤＩ㈱） 

 

 

資 料 

４－９－(８) 東日本電信電話㈱の応急活動体制（地震災害） 

（追加） 

 

 

 

第１１節 被災者等への情報提供、相談、物価の安定等に関する活動 

 （略） 

  また、被災者の生活上の不安を解消するために、女性や外国人等にも配慮

した総合的な相談活動を実施するとともに、被災者の生活再建へ向けて、物

価の安定、必要物資の適切な供給を図ります。 

 

１ 被災者等への情報提供 

(1) 災害対策本部及び現地災害対策本部 

ア 災害時、避難救援期、応急復旧期、復興期に対応して、被災者が必

要とする情報を十分把握し、被災者に次の情報等を、掲示板、広報

紙、インターネット等によるほか、放送事業者、通信社、新聞社等

の報道機関の協力を得て的確に提供するよう努めます。 

 

 
第１２節 広域的応援体制 
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第１２節 広域的応援体制 

１ 広域的な応援体制 

 (1) 広域的な応援要請 

ク  知事は、災害の規模や収集した被害情報及び市町村の通信途絶の

状況から判断し、人命又は財産の保護のため、緊急性、非代替性、公

共性の３要件の観点から、自衛隊の災害派遣が必要であると認める

場合には、防衛大臣又はその指定する者に対して「自衛隊災害派遣要

請マニュアル」に基づき災害派遣を要請します（詳細は「自衛隊災害

派遣要請マニュアル」に定めます）。 

     要請範囲はおおむね次のとおりです。 

・ 給食及び給水 

   ・ 入浴支援 

 

 

資 料 

４－12－(11) 災害時における広域物資輸送拠点の開設等に関す 

る協定（ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ） 

４－12－(12) 災害時における広域物資輸送拠点の開設等に関す 

る協定（ESR） 

４－12－(13) 災害時における広域物資輸送拠点の開設等に関す 

る協定（ESR） 

４－12－(14) 災害時における広域物資輸送拠点の開設等に関す 

る協定（ESR） 

４－12－(15) 災害発生時における物資の保管等に関する協定 

（日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾌｧﾝﾄﾞ） 

４－12－(16) 神奈川県緊急消防援助隊航空小隊受援計画 

４－12－(17) フォワードベース運用要領 
 

 

第１３節 災害救援ボランティアの支援活動 

１ ボランティア活動支援拠点の設置 

(3) 情報共有会議等の開催 

県は、災害救援ボランティア支援センターを設置したときは、社会福

１ 広域的な応援体制 

 (1) 広域的な応援要請 

ク  知事は、災害の規模や収集した被害情報及び市町村の通信途絶の状

況から判断し、人命又は財産の保護のため、緊急性、非代替性、公共性

の３要件の観点から、自衛隊の災害派遣が必要であると認める場合に

は、防衛大臣又はその指定する者に対して「自衛隊災害派遣要請マニ

ュアル」に基づき災害派遣を要請します（詳細は「自衛隊災害派遣要

請マニュアル」に定めます）。 

     要請範囲はおおむね次のとおりです。 

・ 炊飯及び給水 

   （追加） 

 

 

資 料 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

（追加） 

 

 

第１３節 災害救援ボランティアの支援活動 

１ ボランティア活動支援拠点の設置 

（追加） 
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祉協議会、災害中間支援組織、ＮＰＯ等と連携し、被災者支援活動等の

情報収集及び情報共有並びに各々の活動の連携及び調整を行うため、

速やかに「神奈川県被災者支援機関連絡会議」及び「神奈川県被災者支

援機関連絡会議情報共有会議」（以下「情報共有会議等」という。）を開

催します。また、必要に応じ県内外の支援機関とも連携をし、広域的な

情報共有や課題の整理等を行います。 
 

○ 県災害救援ボランティア支援センター、市町村災害ボランティアセン

ター及び情報共有会議等の主な役割 
 

３ 情報共有会議等の主な役割 

・被災者支援活動等の情報収集及び情報共有 

・被災者支援機関の活動の連携及び調整 

・必要に応じ、分野ごとの課題の整理や解決を目的とした分科会の開催 

 

２ 情報の収集・発信 

(2) 県ホームページによる情報の収集・発信 

県災害救援ボランティア支援センターは、神奈川県社会福祉協議会、

神奈川県共同募金会、災害救援ボランティア支援団体等と連携して、被

災地域災害ボランティアセンターの設置・運営状況、災害救援ボランテ

ィアの受入れ希望等の情報を収集し、県ホームページを通じて情報提

供します。 

 

 

３ 災害救援ボランティアの受入れ 

 （略） 

  県外からの支援の受入れについては、県は市町村、社会福祉協議会、災

害中間支援組織、NPO 等と連携し、迅速に受入体制を整えるとともに、

災害救援ボランティアの活動支援及び活動調整に関して最大限の便宜を

図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県災害救援ボランティア支援センター及び市町村災害ボランティアセン

ターの主な役割 
 

（追加） 

（追加） 

（追加） 

（追加） 

 

２ 情報の収集・発信 

(2) 県ホームページによる情報の収集・発信 

県災害救援ボランティア支援センターは、神奈川県社会福祉協議会、

日本赤十字社神奈川県支部、 災害救援ボランティア支援団体等と連携

して、被災地域災害ボランティアセンターの設置・運営状 況、災害救

援ボランティアの受入れ希望等の情報を収集し、県ホームページを通

じて情報提供します。 

 

３ 災害救援ボランティアの受入れ 

 （略） 

県外からの支援の受入れについては、県は市町村と連携し、迅速に受入

体制を整えるとともに、最大限の便宜を図ることとします。 
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第１４節 災害救助法関係 

 

○ 「災害救助法施行細則による救助の程度等」（県告示）における救助の

種類 

・  被災者の救出 

 ・ 福祉サービスの提供 

 

３ 災害弔慰金等 

 (4) 市町村長は、各種の支援措置を早期に実施するため、発災後早期に罹

災証明書の交付体制を確立し、被災者に罹災証明書を交付します。 

 

 

第１６節 津波対策 

１ 津波警報・注意報、津波情報、津波予報の伝達 

〇津波情報の種類 

種類 内容 

津波到達予想時刻・予想される津

波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想

時刻⁽＊)や予想される津波の高さ

（発表内容は津波警報・注意報の

種類の表に記載）を発表します。 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報（＊） 

主な地点の満潮時刻・津波の到達

予想時刻を発表します。 

津波観測に関する情報（＊2） 
沿岸で観測した津波の時刻や高

さを発表します。 

沖合の津波観測に関する情報（＊3） 

沖合で観測した津波の時刻や高

さ、及び沖合の観測値から推定さ

れる沿岸での津波の到達時刻や

高さを津波予報区単位で発表し

ます。 

 

 

 

 

 

第１４節 災害救助法関係 

 

○ 「災害救助法施行細則による救助の程度等」（県告示）における救助の

種類 

・  被災者の救出 

 （追加） 

 

３ 災害弔慰金等 

(4) 市町村長は、各種の支援措置を早期に実施するため、発災後早期に

罹災証明の交付体制を確立し、被災者に罹災証明書を交付します。 

 

 

第１６節 津波対策 

１ 津波警報・注意報、津波情報、津波予報の伝達 

〇津波情報の種類 

種類 内容 

津波到達予想時刻・予想される津

波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想

時刻※や予想される津波の高さ

（発表内容 は津波警報・注意報

の種類の表に記載）を発表しま

す。 

 ※この情報で発表される到達予

想時刻は、各津波予報区でもっと

も早く津波が到達する時刻です。

場所によっては、この時刻よりも

１時間以上遅れて津波が襲って

くることもあります。 

各地の満潮時刻・津波到達予想時

刻に関する情報（＊2） 

主な地点の満潮時刻・津波の到達

予想時刻を発表します。 

津波観測に関する情報（＊2） 
沿岸で観測した津波の時刻や高

さを発表します。（＊１） 

沖合の津波観測に関する情報（＊3） 
沖合で観測した津波の時刻や高

さ、及び沖合の観測値から推定さ
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気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文及び気象庁ホームページでは、「津波到達予想

時刻・予想される津波の高さに関する情報」は「津波警報・注意報・予報」にまとめた

形で発表します。 

 
（＊）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっともはやく津波が到

達する時刻です。場所によっては、この時刻よりも 1 時間以上遅れて津波が襲

ってくることもあります。 

 

 

第５章 復旧・復興対策 

〇 道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路

と生活インフラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制

の整備・強化を図るものとします。 
 

 

第１節 復興体制の整備 

２ 人的資源の確保 

(4) 被災者支援体制の確保 

被災者一人ひとりの状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者

に対するきめ細かな支援を継続的に実施する体制を確保します。 

このため、県は社会福祉協議会、災害中間支援組織、ＮＰＯ、民間企

業等と連携し、情報共有会議等を通じて、被災地の状況や各自の支援活

動、支援ニーズなどの情報共有を行うことで、被災者の多様なニーズに

沿った「もれ・むら」の無い効果的な支援を実現するよう努めます。 

 

 

第２節 復興対策の実施 

１ 復興に関する調査 

(3) 住宅の復興対策に関する調査 

ウ （略） 

なお、市町村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、

れる沿岸での津波の到達時刻や

高さを津波予報区単位で発表し

ます。 

気象庁防災情報ＸＭＬフォーマット電文及び気象庁ホームページでは、「津波到達予想時

刻・予想される津波の高さに関する情報」は「津波警報・注意報・予報」にまとめた形で

発表します。 

 

（＊２）この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっともはやく津波

が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりも 1 時間以上遅れて津波が襲っ

てくることもあります。 

 

 

第５章 復旧・復興対策 

（追加） 

 

 

 

 

第１節 復興体制の整備 

２ 人的資源の確保 

(4) 被災者支援体制の確保 

被災者一人ひとりの状況を把握した上で、関係者が連携して、被災

者に対するきめ細かな支援を継続的に実施する体制を確保します。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

第２節 復興対策の実施 

１ 復興に関する調査 

(3) 住宅の復興対策に関する調査 

ウ （略） 

    なお、市町村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、
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各種の支援措置を早期に実施するため、災害による住宅等の被害

の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し、遅滞なく、住宅

等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付します。 

 

６ 生活再建支援 

 (11) ボランティアの活動支援 

ア 要配慮者に対するボランティア活動支援 

（略） 

このため、県では、市町村や社会福祉協議会、災害中間支援組織、

民間企業等と協働で、個別ケアなどに取り組むボランティアやＮＰ

Ｏが円滑かつ効果的に活動を行うことができるよう、必要な情報の

提供などの支援に努めます。 

 

７ 地域経済復興支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

各種の支援措置を早期に実施するため、災害による住宅等の被害の

程度の認定や罹災証明書の交付の体制を確立し、速やかに、住宅等

の被害の程度を認定し、被災者に罹災証明書を交付します。 

 

６ 生活再建支援 

 (11) ボランティアの活動支援 

ア 要配慮者に対するボランティア活動支援 

（略） 

    このため、県では、市町村や社会福祉協議会、民間企業等と協働

で、個別ケアなどに取り組むボランティアやＮＰＯが円滑かつ効果

的に活動を行うことができるよう、必要な情報の提供などの支援に

努めます。 

 
７ 地域経済復興支援 
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(2) 金融・税制面での支援 

エ 新たな融資制度の検討 

    県及び市町村は、本格的な復興資金需要に対応するために、被害状

況調査、資金需要の把握、事業者や業界団体等の意見を踏まえ、低利

での融資など融資制度の創設等について検討します。 

 

 

第６章 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

第１節 基本方針 

１ 趣旨 
  （略） 

また、気象庁では、当該ガイドラインに示されたこれらの防災対応が、

南海トラフ地震防災対策推進基本計画に位置づけられた令和元年５月よ

り、「南海トラフ地震に関連する情報」を「南海トラフ地震臨時情報」と

「南海トラフ地震関連解説情報」として発表しています。（※）南海トラフ

沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨

の情報が発表された場合には、国は地方公共団体に対して防災対応につ

いて指示や呼びかけを行い、国民に対してその旨周知することとしてい

ます。 

令和６年８月の初めての南海トラフ地震臨時情報発表時の教訓から、内

閣府は、当該ガイドラインについて、巨大地震注意に関する記載の充実を

図る等の修正を行い、「南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン（以

下「ガイドライン」という。）」として、令和７年８月に改訂しました。ガ

イドラインでは、「後発地震に備えた防災対応の基本的な考え方」として、

「臨時情報が発表されたからといって、後発の大規模地震が発生するかど

うかは不確実である。これを前提としながら、住民は「自らの命は自らが

守る」という原則に基づき、行政や事業者等においては「地域や利用者等

の安全確保」と「社会経済活動の継続」とのバランスを考慮しつつ、自ら

の行動を自ら判断することが重要」などとされています。 

 

 

 

 

(2) 金融・税制面での支援 

エ 新たな融資制度の検討 

    県及び市町村は、本格的な復興資金需要に対応するために、被害状

況調査、資金需要の把握、事業者や業界団体等の意見を踏まえ、低利

での融資など新たな融資制度の創設について検討します。 

 

 

第６章 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

第１節 基本方針 

１ 趣旨 
  （略） 

  また、気象庁では、ガイドラインに示されたこれらの防災対応が、南海

トラフ地震防災対策推進基本計画に位置づけられた令和元年５月より、「南

海トラフ地震に関連する情報」を「南海トラフ地震臨時情報」と「南海ト

ラフ地震関連解説情報」として発表しています。（※）南海トラフ沿いの大

規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の情報が発

表された場合には、国は地方公共団体に対して防災対応について指示や呼

びかけを行い、国民に対してその旨周知することとしています。  

   本計画に位置づけられた事項は、国のガイドラインに基づき、南海トラ

フの想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震

の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合などに、県

や南海トラフ地震防災対策推進地域、南海トラフ地震津波避難対策特別強

化地域内の市町や住民、企業が実施する防災対応の基本方針を定めるもの

です。  
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「南海トラフ地震に関連する情報」の名称及び発表条件 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 

○南海トラフ沿いで異常な現象が

観測され、その現象が南海トラフ

沿いの大規模な地震と関連する

かどうか調査を開始した場合、ま

たは調査を継続している場合。 

○観測された異常な現象の調査結

果を発表する場合。 

 
「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 
（情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で情報発表します） 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等から

５～30 分程度 
調査中 

次のいずれかにより臨時に

「南海トラフ沿いの地震に関す

る評価検討会」を開催する場

合。 

○南海トラフ沿いの想定震源域

及びその周辺※１
 でマグニチ

ュード 6.8 以上※2の地震※３ 

が発生。 

○１カ所以上のひずみ計での有

意な変化と共に、他の複数の

観測点でもそれに関係すると

思われる変化が観測され、想

定震源域内のプレート境界で

通常と異なるゆっくりすべり

が発生している可能性がある

場合など、ひずみ計で南海ト

ラフ地震との関連性の検討が

必要と認められる変化を観

測。 

「南海トラフ地震に関連する情報」の名称及び発表条件 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 

○南海トラフ沿いで異常な現象が

観測され、その現象が南海トラフ

沿いの大規模な地震と関連する

かどうか調査を開始した場合、又

は調査を継続している場合。 

○観測された異常な現象の調査結

果を発表する場合。 

 
「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 
（情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」等の形で情報発表します） 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等から

５～30 分程度 
調査中 

次のいずれかにより臨時に

「南海トラフ沿いの地震に関す

る評価検討会」を開催する場

合。 

○監視領域内※１
 でマグニチュ

ード 6.8 以上※2の地震※３ が

発生。 

○１カ所以上のひずみ計での有

意な変化と共に、他の複数の

観測点でもそれに関係すると

思われる変化が観測され、想

定震源域内のプレート境界で

通常と異なるゆっくりすべり

が発生している可能性がある

場合など、ひずみ計で南海ト

ラフ地震との関連性の検討が

必要と認められる変化を観

測。 

○その他、想定震源域内のプレ
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○その他、想定震源域内のプレ

ート境界の固着状態の変化を

示す可能性のある現象が観測

される等、南海トラフ地震と

の関連性の検討が必要と認め

られる現象を観測。 

地震発生等から

最短で２時間程

度 

巨大地震警戒 

○想定震源域内のプレート境界

において、モーメントマグニ

チュード※48.0 以上の地震が

発生したと評価した場合。 

巨大地震注意 

○南海トラフ沿いの想定震源域

及びその周辺※１において、

モーメントマグニチュード※

４ 

7.0 以上の地震※３が発生した

と評価した場合（巨大地震警

戒に該当する場合は除く）。 

○想定震源域内のプレート境界

において、通常と異なるゆっ

くりすべりが発生したと評価

した場合。 

調査終了 

○（巨大地震警戒）、（巨大地震

注意）のいずれにも当てはま

らない現象と評価した場合。 

 

 

ート境界の固着状態の変化を

示す可能性のある現象が観測

される等、南海トラフ地震と

の関連性の検討が必要と認め

られる現象を観測。 

 

 

 

 
 

地震発生等から

最短で２時間程

度 

巨大地震警戒 

○想定震源域内のプレート境

界において、モーメントマグニ

チュード※48.0 以上の地震が発

生したと評価した場合。 

巨大地震注意 

○監視領域内※１において、モ

ーメントマグニチュード※４ 

7.0 以上の地震※３が発生した

と評価した場合（巨大地震警

戒に該当する場合は除く）。 

○想定震源域内のプレート境

界において、通常と異なるゆっ

くりすべりが発生したと評価し

た場合。 

調査終了 

○（巨大地震警戒）、（巨大地

震注意）のいずれにも当てはま

らない現象と評価した場合。 
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第２節 防災対応 

１ 南海トラフ沿いで観測され得る異常な現象 

(1) 半割れ（大規模地震）ケース（以下「半割れケース」という。）の概  

 要 

   南海トラフ地震の想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの

領域で大規模地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと

評価された場合です。   

また、南海トラフ沿い想定震源域内のプレート境界においてモーメ

ントマグニチュード（以下「Ｍｗ」という。）８．０以上の地震が発生

した場合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価されま

す。 

(2) 一部割れ（前震可能性地震）ケース（以下「一部割れケース」とい

う。）の概要 

   南海トラフ沿いで大規模地震に比べて一回り小さい、Ｍ７クラスの

地震が発生した場合です。 

  また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてＭｗ

７．０以上、Ｍｗ８．０未満の地震が発生した場合、大規模地震発生の

可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価されます。なお、想定

震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側 50km 程度ま

での範囲で発生したＭｗ７．０以上の地震についても、「一部割れケー

ス」として取り扱われます。 

 

２ 異常な現象に伴う防災対応 

 (1) 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報 

〇 気象庁は、南海トラフ沿いの想定震源域及びその周辺で速報的な

評価で算出されたマグニチュード６．８以上の地震が発生、又はプレ

ート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した際は、南

海トラフ地震との関連性について調査を開始する旨を「南海トラフ

地震臨時情報（調査中）」として発表します。 

○ なお、いずれにも該当しない場合は、南海トラフ地震臨時情報（調

査終了）を発表します。 

 

 

第２節 防災対応 

１ 南海トラフ沿いで観測され得る異常な現象 

(1) 半割れ（大規模地震）ケース／被害甚大ケース（以下「半割れケース」

という。）の概要 

   南海トラフ地震の想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの

領域で大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合で

す。   

また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてモーメ

ントマグニチュード（以下「Ｍｗ」という。）８以上の地震が発生した場

合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価されます。 

 

(2) 一部割れ（前震可能性地震））／被害限定ケース（以下「一部割れケー

ス」という。）の概要 

南海トラフ沿いで、大規模地震に比べて一回り小さい、Ｍ７クラスの

地震が発生した場合です。  

また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてＭ７以

上、Ｍ８未満の地震が発生した場合、大規模地震発生の可能性が相対的に

高まったと評価されます。なお、想定震源域のプレート境界以外や、想定

震源域の海溝軸外側 50km程度までの範囲で発生したＭ７以上の地震につ

いても、「一部割れケース」として取り扱われます。 

 

 

２ 異常な現象に伴う防災対応 

(1) 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報 

〇 気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域及びその周辺で速報的な評

価で算出されたマグニチュード６．８程度以上の地震が発生、又はプ

レート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した際は、南

海トラフ地震との関連性について調査を開始する旨を「南海トラフ地

震臨時情報（調査中）」として発表します。 

（追加） 
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〇「巨大地震警戒対応」における情報の流れのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：南海トラフ地震臨時情報防災対応ガイドライン 

（令和７年８月、内閣府）】 

 

(2) 南海トラフ地震臨時情報の内容に応じた防災対応 

ア 巨大地震警戒対応（半割れケース） 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、個々の

状況に応じて避難等の防災対応を準備・開始します。 

 

〇「巨大地震警戒対応」における情報の流れのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライ

ン（平成 31年３月、内閣府）】 

 

 

(2) 南海トラフ地震臨時情報の内容に応じた防災対応 

ア 巨大地震警戒対応（半割れケース） 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、状況に応

じて避難等の防災対応を準備・開始します。 
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   (ｲ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、最

初の地震発生から１週間を基本に、国や県及び市町村からの呼び

かけに応じ、次のような対応を行います。 

 a 日頃からの地震への備えを再確認する。 

 b すぐに逃げられる態勢の維持や非常持出品の常時携帯など特

別な備えを実施する。 

c 津波到達が早く、後発地震発生後の避難では間に合わないおそ

れのある住民は事前避難、それ以外の者は避難の準備を整え、

個々の状況等に応じて自主的に避難する。 

(ｴ) ２週間経過後は、国や県及び市町村からの呼びかけに応じ、大規

模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意しつ

つ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行う。 

イ 巨大地震注意対応（一部割れケース、ゆっくりすべりケース） 

(ｱ) 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、個々の

状況に応じて防災対応を準備・開始します。 

  (ｲ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合、地

震発生から１週間（ゆっくりすべりケースの場合は、すべりの変化

が収まってから、変化していた期間とおおむね同程度の期間が経

過するまで）を基本に、国や県及び市町村からの呼びかけに応じ、

次のような対応を行います。 

a 日頃からの地震への備えを再確認する。 

b すぐに逃げられる態勢の維持や非常持出品の常時携帯など特

別な備えを実施する。 

c 津波到達が早く、後発地震発生後の避難では間に合わないおそ

れのある住民は事前避難、それ以外の者は避難の準備を整え、個々

の状況等に応じて自主的に避難する。 

(ｳ) １週間経過後は、国や県及び市町村からの呼びかけに応じ、大規

模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意しつ

つ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行います。 

(3) 臨時情報に対応した防災体制 

   県及び市町村は、後発地震等の発生に備えた防災体制をとります。 

  イ 県内で地震等が発生していない場合 

    次表に定める基準に基づき体制をとります。なお、災害対策本部会

  (ｲ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、最初

の地震発生から１週間を基本に、国からの呼びかけに応じ、次のよ

うな対応を行います。 

 a 日頃からの地震への備えを再確認する。 

 b 地震発生後の避難では間に合わない可能性のある要配慮者は避

難、それ以外の者は避難の準備を整え、個々の状況等に応じて避

難する。 

c 地震発生後の避難で明らかに避難が完了できない地域の住民は

避難する。 

(ｴ) ２週間経過後は、国からの呼びかけに応じ、地震発生の可能性がな

くなったわけではないことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら

通常の生活を行う。 

イ 巨大地震注意対応（一部割れケース、ゆっくりすべりケース）  

(ｱ) 発生直後、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、

状況に応じて防災対応を準備・開始します。  

   (ｲ) 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出た場合、最初の地震

発生から１週間（ゆっくりすべりの場合は、すべりの変化が収まって

から変化していた期間と概ね同程度の期間）を基本に、国からの呼び

かけに応じ、日頃からの地震への備えの確認などの対応を行います。 

 

（追加） 

（追加） 

 

（追加） 

 

 

(ｳ) １週間経過後は、国からの呼びかけに応じ、地震発生の可能性がな

くなったわけではないことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら

通常の生活を行います。 

(3) 臨時情報に対応した防災体制 

   県と市町村は、後発地震等の発生に備えた防災体制をとります。 

  イ 県内で地震等が発生していない場合 

    次表に定める基準に基づき体制をとります。なお、災害対策本部会
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議又は危機管理対策会議において体制を決定した場合は、その決定

によります。 

気象庁が発表する情報 県の配備体制 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒） 

【災害対策本部体制（第一次）】 

 ・総理指示を市町村等へ伝達す

る。 

 ・知事メッセージを速やかに発出

する。 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

注意） 

【応急体制（第一次）】 

・危機管理対策会議（執務時間外

は同会議幹事会）を開催し、情

報共有とともに今後の対応を

検討する。 

・知事メッセージを速やかに発

出する 

・巨大地震警戒の続報として発

表された場合は、災害対策本部

体制を維持する。 

 

３ 住民の防災対応等 

(1) 日頃からの地震への備えの周知啓発等 

イ 県及び市町村は、大規模地震発生の可能性が平常時と比べて相対

的に高まったと評価された場合、直ちに地震や津波が発生するとの

誤解から混乱が生じないよう、南海トラフ地震臨時情報の意味や南

海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応などについて、普及

啓発に努めます。 

  ウ 県及び市町村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地

震注意）が発表された場合、国や県及び市町村からの呼びかけに応じ

て、日常生活を行いつつ、一定期間（半割れケースの場合は２週間、

一部割れケースの場合は１週間、ゆっくりすべりケースの場合は、す

べりの変化が収まってから変化していた期間とおおむね同程度の期

間）、「日頃からの地震への備え」の再確認や、すぐに逃げられる態勢

の維持や非常持出品の常時携帯など特別な備えを行うことのほか、

議又は危機管理対策会議において体制を決定した場合は、その決定に

よります。 

気象庁が発表する情報 県の配備体制 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒） 

【災害対策本部体制（第一次）】 

 ・総理指示を市町村等へ伝達を行

う。 

 ・知事メッセージを速やかに発出

する。 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

注意） 

【応急体制（第一次）】 

・危機管理対策会議（執務時間外

は同会幹事会）を開催し、情報

共有とともに今後の対応を検

討する。 

・知事メッセージを速やかに発

出する 

・巨大地震警戒の続報として発

表された場合は、災害対策本部

体制を維持する。 

 

３ 住民の防災対応等  

(1) 日頃からの地震への備えの周知啓発等 

イ 県及び市町村は、大規模地震の発生可能性が平常時と比べ相対的に

高まったと評価された場合、 直ちに地震や津波が発生するとの誤解か

ら混乱が生じないよう、南海トラフ地震臨時情報の意味 や南海トラフ

地震臨時情報が発表された場合の対応などについて、普及啓発に努め

ます。  

ウ 県及び市町村は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地

震注意）が発表された場合、 国からの呼びかけに応じて、１週間（ゆ

っくりすべりケースの場合は、すべりの変化が収まって から変化して

いた期間と概ね同程度の期間）、「日頃からの地震への備え」の再点検

を行い、日常 の生活を行うことや、個々の状況に応じて、危険性が高

い場所を避け、できるだけ安全な行動を とることなどを周知します。 

 



72 

72 

修  正  内  容 現  行  計  画 

個々の状況に応じて、危険性が高い場所を避け、できるだけ安全な行

動をとることなどを周知します。 

(2) 津波からの避難対策 

南海トラフ地震の想定震源域内で地震が発生した場合、震源から本

県が離れている場合でも、本県を含む南海トラフ沿いの全域の沿岸部

に対して、大津波警報や津波警報・注意報が発表されることが想定され

ます。 

ア 事前避難対象地域の設定 

南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域内の市町は、国の南

海トラフ地震の津波浸水シミュレーションやガイドラインを参考

に、地震が発生してからでは避難が間に合わない地域を事前避難

対象地域として設定します。設定に当たっては、要配慮者のみが避

難を要する「高齢者等事前避難対象地域」、健常者も含むすべての

住民が避難を要する「住民事前避難対象地域」のいずれとするか

を、避難対象者の特性に応じて検討します。 

(3) 土砂災害等に対する防災対応 

県及び市町村は、巨大地震警戒対応及び巨大地震注意対応において、

住民の安全確保のため、次のような事項について周知に努めます。 

 

４ 事業者等の防災対応 

(1) 防災対応の基本的な考え方 

ア 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、事業者等は、日頃から

の地震への備えを再確認する等、個々の状況に応じて適切な防災対

応を実施したうえで、できる限り事業の継続に努めます。 

  イ 事業者等は、大規模地震発生時に明らかに従業員等の生命に危険

が及ぶ場合には、それを回避する措置を実施します。 

  ウ 不特定多数の者が利用する施設や、危険物取扱施設等については、

出火防止措置等の施設点検を確実に実施します。 

  エ 地震に備えた事業継続に当たっては、一時的に企業活動が低下し

ても後発地震が発生した場合にトータルとして被害軽減・早期復旧

できる普段以上に警戒する措置に努めます。 

(2) 防災対応の検討 

事業者等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）

 

 

(2) 津波からの避難対策 

南海トラフ地震の想定震源域内で地震が発生した場合、震源から本県

が離れている場合でも、本県を含む南海トラフ沿いの全域の沿岸部に対

して、大津波警報や津波警報が発表されることが想定されます。 

ます。  

ア 事前避難対象地域の設定  

南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域内の市町は、国の南海

トラフ地震の津波浸水シミュレーションやガイドラインを参考に、

地震が発生してからでは避難が間に合わない地域を事前避難対象地

域として設定します。設定に当たっては、要配慮者のみが避難を要

する地域、健常者も含むすべての住民が避難を要する地域など、避

難対象者の特性に応じて検討します。 

 

(3) 土砂災害等に対する防災対応 

県と市町村は、巨大地震警戒対応及び巨大地震注意対応において、住

民の安全確保のため、次のような事項について周知に努めます。 

 

４ 企業等の防災対応 

(1) 防災対応の基本的な考え方 

ア 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、企業等は、日頃からの

地震への備えを再確認するなど、個々の状況に応じて適切な防災対応

を実施したうえで、できる限り事業の継続に努めます。 

  イ 企業等は、大規模地震発生時に明らかに従業員などの生命に危険が

及ぶ場合には、それを回避する措置を実施します。 

  ウ 不特定多数の者が利用する施設や危険物取扱施設等については、出

火防止措置等の施設点検を確実に実施します。 

  エ 地震に備えた事業継続に当たっては、一時的に企業活動が低下して

も後発地震が発生した場合にトータルとして事業継続・早期復旧でき

る普段以上の警戒の措置に努めます。 

(2) 防災対応の検討 

企業等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）が
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が発表された際に取るべき防災対応について、次のような事項につい

て検討し、防災などの計画への反映に努めます。 

  イ 南海トラフ地震臨時情報発表時に想定されるライフラインの状

況、事前避難対象地域、自社が置かれている位置における住民の避難

行動などを確認し、取引先の事業停止、出勤可能な従業員の減少な

ど、企業活動への影響を想定します。 

ウ 事業者等の特性や地理的条件等を踏まえ、南海トラフ地震臨時情

報（巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時に実施する防災対応を検討

します。 

(ｲ) 後発地震に備えた対応の検討 

 a 日頃からの地震への備えの再確認 

(3) 関係機関のとるべき措置 

イ 放送 

   (ｱ) 放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正

確かつ迅速な報道に努めます。南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）等が発表された場合、住民等に対して、冷静な対応を呼びか

けるほか、関係機関と連携して、交通やライフラインに関する情報

など、住民等が防災行動等をとるために必要な情報の提供に努め

ます。 

エ 鉄道事業者等 

(ｲ) 鉄道事業者等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が

発表された場合、安全性に留意しつつ、運行するために必要な対応

を実施します。津波により浸水するおそれのある地域については、

津波への対応に必要な体制をとります。南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）が発表された場合、事前避難対象地域について

は、津波による危険性の回避措置を確実に実施します。 

  (ｳ) 鉄道事業者等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発

表された場合、安全性に留意しつつ、運行するために必要な対応を

実施します。なお、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発

表された場合、原則、運行規制はせず、巨大地震の発生に備え、従

業員一人ひとりへの避難場所や避難経路、避難誘導手順の再確認

の徹底等を実施します。 

オ 学校、社会福祉施設等 

発表された際に取るべき防災対応について、次のような事項について検

討し、防災などの計画への反映に努めます。 

  イ 南海トラフ地震臨時情報発表時に想定されるライフラインの状況、

事前避難対象地域、自社が置かれている位置における住民の避難行動

などを確認し、取引先の営業停止、出勤可能な従業員の減少など、企

業活動への影響を想定します。 

ウ 企業等の特性や地理的条件などを踏まえ、南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒、巨大地震注意）発表時に実施する防災対応を検討し

ます。 

(ｲ) 後発地震に備えた対応の検討 

 a 日頃からの地震への備えの再点検 

(3) 関係機関のとるべき措置 

イ 放送 

   (ｱ) 放送事業者は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正確

かつ迅速な報道に努めます。臨時情報が発表された場合、住民に対

して、冷静な対応を呼びかけるほか、関係機関と連携して、交通や

ライフラインに関する情報など、住民が防災行動をとるために必要

な情報の提供に努めます。 

エ 鉄道事業者等 

(ｲ) 鉄道事業者等は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発

表された場合、安全性に留意しつつ、運行するために必要な対応を

実施します。津波により浸水するおそれのある地域については、津

波への対応に必要な体制をとります。事前避難対象地域については、

津波による危険性の回避措置を確実に実施します。 

   

   

  （追加） 
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修  正  内  容 現  行  計  画 

(ｲ) 社会福祉施設は、入所者等の保護及び保護者への引継ぎの方法に

ついて、施設の種類や耐震性、耐浪性等を十分に考慮し、その内容

を定めます。 

   (ｳ) 学校、社会福祉施設が事前避難対象地域にある場合は、要配慮者

等の避難誘導に配慮し、避難経路、避難誘導方法、避難誘導責任者

等を具体的に定めます。 

 

 

資 料 

６－２－(５)  南海トラフ地震臨時情報等に関する知事メッセ 

ージ 
 

(ｲ) 社会福祉施設は、入所者の保護及び保護者への引継ぎの方法につい

て、施設の種類や耐震性、耐浪性を十分に考慮し、対応方法を定め

ます。 

   (ｳ) 学校、社会福祉施設が事前避難対象地域にある場合は、要配慮者の

避難誘導に配慮し、避難経路、誘導方法、誘導責任者等を具体的に

定めます。 

 

 

資 料 

６－２－(５)  東海地震に関する知事の談話 

 

 


